
　
【表紙】 　

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年６月28日

【事業年度】 第47期(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

【会社名】 エース交易株式会社

【英訳名】 ACE　KOEKI　Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長　　ジョン・フー

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号

【電話番号】 03(3406)4649(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部部長　　田　中　　　徹

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号

【電話番号】 03(3406)4649(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部部長　　田　中　　　徹

【縦覧に供する場所】 エース交易株式会社大宮支店

　 (さいたま市大宮区仲町一丁目110番地)

　 エース交易株式会社横浜支店

　 (横浜市中区尾上町一丁目８番地)

　 エース交易株式会社名古屋支店

　 (名古屋市中区丸の内二丁目18番25号)

　 エース交易株式会社大阪支店

　 (大阪市淀川区宮原四丁目１番４号)

　 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　
　

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

  1/116



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

営業収益
(うち受取手数料)

(千円)
8,340,707
(7,458,873)

4,374,419
(4,071,376)

4,350,067
(3,927,134)

4,154,672
(3,726,933)

4,144,442
(3,807,718)

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 1,630,173△2,493,114△816,129△338,890 396,305

当期純利益
又は当期純損失(△)

(千円) 621,392△3,829,919△657,241△1,327,216251,117

包括利益 (千円) ― ― ― △1,469,596447,884

純資産額 (千円) 18,499,38613,741,52312,736,94210,927,28211,159,439

総資産額 (千円) 51,152,69538,802,26235,782,65934,639,55134,029,712

１株当たり純資産額 (円) 1,076.80 806.65 756.12 649.68 664.73

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 36.03 △223.89 △38.77 △79.06 14.99

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 36.2 35.4 35.5 31.5 32.7

自己資本利益率 (％) 3.3 △23.8 △5.0 △11.2 2.3

株価収益率 (倍) 14.7 ― ─ ― 15.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △658,482△437,191△3,421,903△945,019 984,917

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,952,593△953,3303,307,066538,154△80,907

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △722,451△968,305△162,445△61,590△1,136,764

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 4,446,9492,086,6281,813,7911,353,7451,119,989

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
424
(27)

332
(10)

306
 

269
 

246
 

(注) １　営業収益には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また平成21年３月期、平成

22年３月期及び平成23年３月期は１株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。

３　従業員数は、就業人員を記載しております。また、平成22年３月期及び平成23年３月期並びに平成24年３月期の

平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

営業収益
(うち受取手数料)

(千円)
8,118,165
(7,251,533)

4,210,877
( 3,902,806)

3,903,428
(3,741,399)

3,708,683
(　3,549,383)

3,719,925
(3,645,498)

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 1,655,475△2,228,006△698,512△208,210 420,207

当期純利益
又は当期純損失(△)

(千円) 683,202△3,628,108△656,422△1,604,816290,748

資本金 (千円) 3,245,2373,245,2373,245,2373,245,2373,245,237

発行済株式総数 (千株) 20,464 20,464 20,464 20,464 20,464

純資産額 (千円) 18,527,92713,968,78712,934,06210,873,89211,101,764

総資産額 (千円) 48,629,13637,599,94834,809,00333,162,34432,664,708

１株当たり純資産額 (円) 1,078.46 820.28 770.08 648.16 662.95

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
35.00
(―)

30.00
(―)

20.00
(―)

12.50
(―)

15.00
(―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 39.61 △212.09 △38.72 △95.59 17.35

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率
(修正自己資本比率)
(注) １

(％)

38.1
(45.7)

37.2
(44.6)

37.2
(48.0)

32.8
(42.3)

34.0
(43.6)

自己資本利益率 (％) 3.6 △22.3 △4.9 △13.5 2.6

株価収益率 (倍) 13.4 ― ─ ― 13.0

配当性向 (％) 88.4 ― ─ ― 86.4

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
403
(27)

311
(10)

267
 

234
 

218
 

委託者資産保全措置率
(注) ２

(％) 382.9 852.9 675.8 △297.9 △365.5

純資産額規制比率
(注) ３

(％) 2,602.9 4,614.8 3,145.2 888.9 585.4

(注) １　修正自己資本比率

修正自己資本比率＝
純資産額

×100
修正総資産額（*）

（*　委託者に係る(株)日本商品清算機構又は商品取引所への預託金額と預託必要額とのいずれか小さい金額

及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産の額を除く総資産額。)

２　委託者資産保全措置率

委託者資産保全措置率 ＝
委託者資産保全措置額

×100
保全対象財産額（*）

（*　商品先物取引業者である当社が委託者から預かった取引証拠金及び委託証拠金に、委託者の委託取引に

より発生した損益等を加減算した額から、(株)日本商品清算機構に取引証拠金として預託された額のうち

委託者に返還請求権がある額を控除した額に、商品取引受託業務預り金を加算した額。)

３　純資産額規制比率

純資産額規制比率は、商品先物取引法第211条の規定に基づき同施行規則の定めにより算出したものであり

ます。

４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また平成21年３月期、平成

22年３月期及び平成23年３月期は１株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。

５　第43期〔平成20年３月期〕の１株当たり配当額35円には、特別配当15円が含まれております。

６　第44期〔平成21年３月期〕の１株当たり配当額30円には、特別配当10円が含まれております。

７　第47期〔平成24年３月期〕の１株当たり配当額15円には、特別配当2円50銭が含まれております。

８　営業収益には消費税等は含まれておりません。

９　従業員数は、就業人員を記載しております。また、平成22年３月期及び平成23年３月期並びに平成24年３月期の

平均臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
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２ 【沿革】
当社は、昭和42年７月に商品取引所法が改正され、昭和46年１月から従来商品仲買人と呼ばれていた商品
取引員が許可制に移行したことを契機に創業した会社であります。当時、東京穀物商品取引所の会員で商品
仲買人でもありました「林大株式会社(昭和41年９月７日設立)」が廃業の意思をかためていたことから、
その営業権を譲り受け、商号を「エース交易株式会社」に変更のうえ、昭和46年２月12日、事実上の創業を
いたしました。

　
年月 概要

昭和46年２月 商品先物取引の受託業務を目的として、エース交易株式会社を東京都新宿区西新宿三丁目３番11号

に創業。資本金9,000万円。

興栄商事株式会社を設立(現・連結子会社)。

昭和46年４月 本社を東京都中央区日本橋富沢町７番地６号へ移転。

昭和46年５月 農林大臣及び通商産業大臣より、東京穀物商品取引所、東京砂糖取引所、前橋乾繭取引所、東京繊維商

品取引所の商品取引員の許可を受ける。

昭和46年７月 本社を東京都渋谷区東一丁目26番26号へ移転。

昭和46年９月 北海道穀物商品取引所へ会員加入。

昭和46年10月 神戸穀物商品取引所へ会員加入。

昭和48年５月 豊橋乾繭取引所へ会員加入。

昭和54年５月 事務の合理化を図るため、事務用コンピュータ導入。業務のリアルタイム・オンライン処理開始。

昭和57年３月 通商産業大臣より、東京金取引所(現、東京工業品取引所)の商品取引員の許可を受ける。

昭和59年３月 グランド交易株式会社を吸収合併。農林水産大臣より、大阪穀物取引所、関門商品取引所、神戸生絲取

引所の商品取引員の許可を受ける。大阪支店、福岡支店等、９支店開設。

昭和59年11月 通商産業大臣より、東京工業品取引所貴金属市場、同繊維市場の商品取引員の許可を受ける。

昭和60年12月 通商産業大臣より、東京工業品取引所ゴム市場の商品取引員の許可を受ける。

昭和61年７月 「誘導基準」をクリアし、通商産業大臣より「誘導基準適合取引員」に認定される(その後、11年連

続して「誘導基準適合取引員」に認定される)。

昭和62年２月 大都通商株式会社より営業権を譲り受ける。農林水産大臣より、大阪砂糖取引所、豊橋乾繭取引所の

商品取引員の許可を受ける。名古屋支店等４支店開設。

昭和62年12月 大宮支店を開設。

昭和63年３月 通商産業大臣より、大阪繊維取引所の商品取引員の許可を受ける。

平成２年３月 社員研修施設及び保養施設として、静岡県伊東市に「エースプラザ」竣工。

平成２年４月 リアルタイム・オンライン処理の充実、売買取引のシステム化、情報処理の充実を図るために、大型

汎用コンピュータを導入。

平成３年７月 ファンド事業部を開設。

平成３年８月 札幌支店を開設。

平成３年10月 ホームトレード部を開設。

平成４年４月 農林水産大臣より、北海道穀物商品取引所の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を受ける。

平成４年10月 大蔵大臣、農林水産大臣及び通商産業大臣より、商品投資販売業者(運用法人)の許可を受ける。

平成５年２月 エースマーキュリーカンパニーを設立(現・非連結子会社)。

平成５年３月 「純金積立定額購入プラン」の販売を開始。

平成６年４月 通商産業大臣より、神戸ゴム取引所の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を受ける。

平成６年10月 本社を東京都港区六本木一丁目９番９号へ移転。

平成７年９月 当社株式を日本証券業協会の店頭市場に登録。

平成８年４月 関東財務局長より金融先物取引業の許可取得(同年６月東京金融先物取引所に会員加入)。

平成９年４月 通商産業大臣より、東京工業品取引所アルミニウム市場の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許

可を受ける(同年10月大阪商品取引所アルミニウム市場の商品取引員の許可を受ける)。

平成10年７月 農林水産大臣より、関西商品取引所農産物・飼料指数市場の商品取引員(第１種商品取引受託業)の

許可を受ける。

平成11年６月 通商産業大臣より、石油市場(東京工業品取引所)の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を受

ける。

平成11年８月 本社ビル完成に伴い、本社を東京都渋谷区渋谷三丁目29番24号(現在地)へ移転。

平成11年９月 営業の集中・強化を目的に、日本橋、新宿、五反田、池袋の４支店を本社に統合する。

平成11年11月 農林水産大臣より、畜産物市場(中部商品取引所)の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を受

ける。

平成11年12月 通商産業大臣より、石油市場(中部商品取引所)の変更の許可を受ける。

インターネットを活用したオンライン取引「ＬＥＴＡＣＥ」のサービス開始。

平成12年１月 「店頭外国為替証拠金取引」を開始。

平成12年12月 新潟支店を開設。
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　 年月 概要

平成13年５月 農林水産大臣より、農産物市場(横浜商品取引所)の変更の許可を受ける。

平成14年６月 農林水産大臣より、水産物市場(関西商品取引所)の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を受

ける。

平成14年９月 経済産業大臣より、ニッケル市場(大阪商品取引所)の商品取引員(第１種商品取引受託業)の許可を

受ける。

平成15年６月 船橋支店を開設。

平成16年１月 コアパシフィック山一証券株式会社の株式を取得し、商号をアルバース証券株式会社に変更。（現・

連結子会社）

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年３月 農林水産大臣・経済産業大臣より、改正商品取引所法に基づく商品取引受託業務の許可を受ける。

平成17年７月 関東財務局長より金融先物取引業の登録を受ける。(関東財務局長(金先)第６号)

平成17年７月 「取引所為替証拠金取引（くりっく365）」を開始。

平成17年10月 鉄スクラップ市場（中部商品取引所）の受託会員として同市場での取引を開始。

平成18年１月 当社の１単元の株式数を1,000株から100株に引き下げる。

平成19年７月 コールセンターを開設。

平成19年９月 関東財務局長より金融商品取引業（第一種・第二種）の登録を受ける。（関東財務局長(金商)第251

号）

平成20年３月 エースアセットパートナーズ株式会社を設立。

平成20年４月 ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社を設立。（現・連結子会社）

平成20年８月 石油法人部を設立。

平成20年９月 「エースでねらえ！ＦＸ」を開始。

平成21年３月 エースアセットパートナーズ株式会社の商号を株式会社マックスマネー・インベストメントに変

更。（現・連結子会社）

平成21年10月 貴金属市場（中部大阪商品取引所）の受託会員として同市場での取引を開始。

平成22年３月 日経・東工取商品指数市場（東京工業品取引所）の受託取引参加者として同市場での取引を開始。

平成22年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に

株式を上場。

平成22年10月 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統

合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。

平成22年10月 中京石油市場（東京工業品取引所）の受託取引参加者として同市場での取引を開始。

平成23年８月 農産物市場（関西商品取引所）の受託会員として同市場での取引を開始。

平成24年５月 持株会社制への移行に伴い、エース交易設立準備株式会社を設立。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、エース交易株式会社（当社）及び連結子会社４社（アルバース証券株式会社、株式会社

マックスマネー・インベストメント、ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社、興栄商事株式会

社）とエースマーキュリーカンパニーによって構成されており、商品先物取引業を中心とする投資サービ

ス事業を営んでおります。具体的には、「商品先物取引法」に基づき設置された商品取引所が開設する商品

市場に上場されている各種の商品先物取引（商品先物取引法第２条第３項第１号から第７号に規定する現

物先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引等）について、顧客の委託を受けて執行する業務

（以下「受託業務」という）を主業務とする商品先物取引関連事業を中心として、外国為替証拠金取引業、

商品ファンド販売業、貴金属並びに石油製品等の現物商品販売業、証券業及び証券投資顧問業等の業務を営

んでおります。

　連結子会社アルバース証券株式会社は、個人投資家を対象とした証券業務を中心に、Ｍ＆Ａ等のアドバイ

ザー業務や公開買付の代理人業務などを営んでおります。

　連結子会社株式会社マックスマネー・インベストメントは、証券運用を中心とした自己ディーリング業務

を営んでおります。

　連結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社は、証券投資顧問会社として設立し、投資運

用業務及び投資助言代理業務を営んでおります。

　当社グループは、投資サービス事業の多様化、収益の拡大等を見据えた事業戦略の一環として上記子会社

群を保有しております。

　また、連結子会社興栄商事株式会社は、当社の業務に必要な支店及び福利厚生施設等の賃貸業、各種損害保

険の代理店としての業務、並びに当社が使用する各種印刷物の発注に関する業務の一部を行なっておりま

す。

　なお、非連結子会社エースマーキュリーカンパニーは、商品ファンドの運営管理のための会社であり、現

在、当社との直接の取引はありません。

セグメント別の事業の内容は次のとおりです。

(1) 商品先物取引業務

当社グループは、下記に掲げる各商品取引所の各上場商品について受託業務及び自己売買業務を行っ

ております。また、金融商品取引法等に基づく商品ファンドの組成及び販売を行う事業を行っておりま

す。

　

取引所名 市場名 上場商品名
受託業者
の許可を
受けた会社

取次業者
の許可を
受けた会社

東京穀物商品取引所
農産物

小豆、一般大豆、Non-GMO大豆、
とうもろこし、米穀、
アラビカコーヒー生豆、
ロブスタコーヒー生豆

当社 ―

砂糖 粗糖 当社 ―

東京工業品取引所

貴金属

金（標準取引、ミニ取引）、銀、

白金（標準取引、ミニ取引）、

パラジウム

当社 ―

ゴム RSS3号 当社 ―

石油 ガソリン、灯油、原油、軽油 当社 ─

中京石油 ガソリン、灯油 当社 ―

日経・東工取商品指数 日経・東工取商品指数 当社 ―

関西商品取引所 農産物 米穀 当社 ―

(注)　上記において「受託業者の許可」とは、商品市場における売買について委託者の受託を受け商品取引所へ直接注

文を執行ができる許可であり、「取次業者の許可」とは商品取引所への注文の執行を「受託業務の許可」を受け

た商品先物取引業者を通して行うことのできる許可であります。
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(2) 外国為替証拠金取引業務

当社グループは、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の登録を受けて、東京金融取引所における

取引所為替証拠金取引(くりっく365)を取り扱っております。

(3) 証券取引業務

当社グループは、今後の経済環境の変化に伴う収益源の多様化、金融サービス・投資サービス事業の拡

充の一環として、連結子会社アルバース証券株式会社を通して証券取引業務に参入しております。主とし

てリテール営業を中心に証券業務を展開しており、公開買付け代理人業務や第三者割当増資のアドバイ

ザー業務など新たな事業にも積極的に取り組んでまいります。また、連結子会社株式会社マックスマネー

・インベストメントを通して証券取引の自己ディーリング業務を行っております。

(4) その他の事業

当社グループでは、一定額を積み立てる金の定額購入商品「純金積立」業務を行っております。また連

結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社において投資運用業務を行い、連結子会社興

栄商事株式会社においては不動産賃貸業務及び各種損害保険の代理店業務並びに当社が使用する各種印

刷物の取次に関する業務を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
　

連結子会社

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

アルバース証券株式会社
                (注)１

東京都渋谷区 750,000証券業 100.0 ― 役員の兼任２名

株式会社マックスマネー・
インベストメント 　(注)１

東京都渋谷区 400,000
証券ディーリン
グ業務

100.0 ─ 役員の兼任２名

ビバーチェ・キャピタル・
マネジメント株式会社

東京都渋谷区 270,000
投資助言・代理
業、投資運用業

64.5 ─ 役員の兼任２名

興栄商事株式会社 東京都渋谷区 10,000
不動産賃貸
損害保険代理店

100.0 ―

当社の一部の事務所等を
賃貸している。
当社の損害保険を受託し
ている。
役員の兼任３名

(注) １　特定子会社であります。

２　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　
５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

商品先物取引業務 125

外国為替証拠金取引業務 5

証券取引業務 22

その他の事業 6

全社(共通) 88

合計 246

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　全社(共通)は、経理、総務などの管理部門の従業員であります。

３　臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

 

(2) 提出会社の状況

平成24年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

218 39.4 11.8 5,427

　

セグメントの名称 従業員数(名)

商品先物取引業務 125

外国為替証拠金取引業務 5

全社(共通) 88

合計 218

(注) １　従業員数は、就業人員であります。　

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

　
(3) 労働組合の状況

当社及び連結子会社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

 (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災による反動から平成23年７－９月期の国内総生

産（ＧＤＰ）が急速に持ち直す動きを見せましたが、その後は円高進行やタイの洪水被害、欧州経済の低

迷などの影響を受け続けたことで、国内経済の先行きに不透明感が強まる状況が続きました。平成23年10

－12月期のＧＤＰはマイナスとなりましたが、補正予算を受けた震災復興需要の本格的な動き出しが今

後の景気下支え要因となることが期待されています。

当連結会計年度の外国為替市場は、円が逃避通貨として買われやすい流れが続きました。１ドル75円台

に突入し戦後最高値を記録した平成23年10月末には日本銀行が過去最大規模の円売り・ドル買い介入を

実施し、一時は同79円台までドルが反発しましたが、その後は年末まで同77円－78円水準で推移し続けま

した。今年に入ると、日本の貿易収支が大幅な赤字に転じたことや日本銀行の追加的な金融緩和措置、さ

らには日米の金利差拡大観測などを受けてドルを買い戻す動きが活発化し、平成24年３月半ばには一時

同84円台をつける場面が見られました。

  当連結会計年度の株式市場は、円高の進行を嫌気するかたちで下落し、日経平均株価は平成23年11月下

旬にリーマン・ショック後の安値水準に迫る8,100円台まで落ち込みましたが、今年に入ると円高修正の

動きや景気回復期待の高まりなどを受けて持ち直し、年度末には１万円台を回復しました。

当連結会計年度の商品先物市場では、金が金融不安を背景とした資金回避の動きの中で上昇基調を継

続し、ニューヨーク市場では平成23年９月初めに１トロイオンス1,923ドル台（期近）と史上最高値を更

新しました。同月下旬には一転して調整場面となりましたが、それ以降は欧州債務問題を巡る国際情勢の

混迷や、世界経済見通しに対する悲観と楽観の混在などを背景に明確な方向性に欠ける動きとなり、概ね

同1,500㌦台半ば～1,800㌦のレンジでの推移となりました。東京市場でも同様の値動きとなり、昨年９月

には1980年以来となる１グラム4,700円台半ばの高値を示現しました（先限）。その後、調整局面もあり

ましたが、年明け以降は為替市場の円安を受けて上昇ピッチを強め、２月末には同4,600円台半ばまで上

昇しました。白金も世界経済の低迷で需要減退観測が根強かったことから、昨年末にかけて１トロイオン

ス1,300ドル台半ば（ニューヨーク市場期近）と２年ぶりの安値に下落、金を大幅に下回る水準で推移し

ましたが、年明け以降は米国経済指標の好転に伴う需要回復期待から反転し、一時は金価格との逆ザヤを

解消する動きとなりました。一方、原油は平成23年10月初めに一時１バレル75ドルを割れる場面もありま

したが、その後は上昇基調に転じ、高値にもかかわらず世界需要が安定したことやイランの核開発をめぐ

る中東情勢不安を背景に強基調を維持し、年度末にかけては１バレル100ドル（ニューヨーク市場ＷＴＩ

期近）を上回る水準となりました。穀物は伸び悩む場面も見られましたが、年末にかけて南米の天候不安

を受けて反発、特に大豆は今春の米国作付面積が大幅に減少するとの懸念も加わり急反発を見せました。

また天然ゴムはタイの洪水被害の影響を受けて低迷しましたが、生産国の買い支え政策や自動車触媒需

要の回復期待などで年初以降反発に転じました。

このように当連結会計年度の商品市場は世界的な活況を映して国内市場の取引も活発に推移し、特に

全商品の出来高のおよそ49％を占める金取引の大幅な増加が寄与し、結果として、当連結会計年度の全国

商品取引所出来高は、前連結会計年度に比べ、3.5％増の32,909千枚となりました。また、平成23年８月に

は東京穀物商品取引所および関西商品取引所でコメの先物取引が72年ぶりに復活し、国内大型商品とし

て注目を集めました（試験上場）。なお、東京工業品取引所の日経・東工取商品指数（ＴＯＣＯＭ　ＮＥ

ＸＴ）は平成24年２月末に限日取引が終了し、平成23年５月から取引が開始された限月取引のみとなり

ました。

当連結会計年度におけるセグメント別の概況は次のとおりです。
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①商品先物取引業務

当連結会計年度の商品先物取引業務は、世界的な商品市場の活況を背景に金やガソリンの取引は増加

したものの、穀物やゴムの取引は伸び悩みました。その結果、当連結会計年度の商品先物取引業務にかか

る委託売買高は前連結会計年度比4.0％減の1,234千枚となりましたが、受取手数料は金取引の増加もあ

り、前連結会計年度比3.5％増の35億40百万円となりました。売買損益につきましては、51百万円の売買収

益（前連結会計年度は６百万円の売買収益）となりました。

②外国為替証拠金取引業務

当連結会計年度の外国為替市場は、欧州債務問題や米国経済の不透明感等を背景に円高基調で推移し

ましたが、今年に入り、日本の貿易収支が赤字に転じたことなどから円安局面に転じる場面も見られまし

た。国内では外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）のレバレッジ規制が強化されたことから個人投資家の取

引が減少する場面も見られ、また、当社においては平成23年６月末をもって店頭ＦＸ取引「エースでねら

え！ＦＸ」のサービスを終了したこともあり、結果として、当連結会計年度の外国為替証拠金取引業務に

かかる収益は、前連結会計年度比57.1％減の１億13百万円となりました。

③証券取引業務

当連結会計年度の株式市場は、欧州経済への不安などから世界的に市況の回復も遅れ、国内市場におい

ては平成23年３月に発生した東日本大震災の影響や円高の進行を嫌気する場面も見られました。今年に

入ると、円高修正の動きなどから日経平均株価が持ち直す局面もありましたが、結果として、当連結会計

年度の子会社アルバース証券株式会社の証券取引業務における受入手数料等は、前連結会計年度比

15.3％減の１億75百万円に留まりました。また、子会社の株式会社マックスマネー・インベストメントに

よる証券ディーリング業務の収入は、前連結会計年度比8.6％増の１億34百万円となりました。

④その他の事業

当連結会計年度のその他の事業としましては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純金積

立」の手数料収入や子会社興栄商事株式会社の事業である損害保険代理店業務による保険料収入に加

え、子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務による運用報酬等１億08百

万円（前連結会計年度の運用報酬等は１億14百万円）があり、合わせて１億28百万円の収益（前連結会

計年度は１億34百万円の収益）を計上いたしました。

また、当連結会計年度における当社グループの営業費用は、グループ全体で経費の削減に努めた結果、

前連結会計年度比18.3％減の36億54百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、前連結会計年度比0.2％減の41億44百万円、営業利益は４億

90百万円（前連結会計年度は営業損失３億18百万円）、経常利益が３億96百万円（前連結会計年度は経

常損失３億88百万円）となり、固定資産除却損や商品取引責任準備金繰入、投資有価証券評価損等を特別

損失として計上したことにより、当期純利益は２億51百万円（前連結会計年度は当期純損失が13億27百

万円）となりました。
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イ　受取手数料
　

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 　 　

商品先

物取引

現物先物取引 　 　 　 　
農産物市場 290,903 22.5　 　
砂糖市場 9,707 △78.0　 　
貴金属市場 2,991,994 4.6　 　
ゴム市場 96,677 △25.8　 　
石油市場 95,149 27.8　 　
中京石油市場 6,803 △50.7　 　

小計 3,491,236 3.9　 　
現金決済取引 　 　 　 　

貴金属市場 28,348 97.0　 　
石油市場 20,336 25.9　 　

小計 48,684 59.4　 　
指数先物取引 　 　 　 　

日経・東工取商品指数市場 510 △98.3　 　
小計 510 △98.3　 　

商品先物取引計 3,540,431 3.5　 　
外国為替証拠金取引 105,067 △17.6　 　
証券取引 162,219 △8.6　 　

合計 3,807,718 2.2　 　
(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

ロ　売買損益
　

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

金額(千円) 金額(千円)

商品先

物取引

現物先物取引 　 　

農産物市場 277 1,860

砂糖市場 △ 49 ―

貴金属市場 △ 21,864 △24,813

ゴム市場 △ 8 △20

石油市場 515 △72

中京石油市場 ― ―

小計 △ 21,541 △23,045

現金決済取引 　 　

貴金属市場 0 △2

石油市場 0 ―

小計 0 △2

指数先物取引 　 　

日経・東工取商品指数市場 ― ―

小計 ― ―

商品先物取引計 △ 21,541 △23,047

商品売買損益 23,498 74,374

その他売買損益 153,905 147,830

合計 155,861 199,157

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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当社の商品先物取引の売買高に関して当連結会計年度中の状況は次のとおりであります。

　
ハ　商品先物取引の売買高の状況

　

区分 委託(枚)
前年同期比
(％)

自己(枚)
前年同期比
(％)

合計(枚)
前年同期比
(％)

現物先物取引 　 　 　 　 　 　

農産物市場 165,760△37.6 770 △74.2 166,530△38.0

砂糖市場 15,901 △78.5 ― ― 15,901 △78.7

貴金属市場 817,558 22.6 1,067 △22.1 818,625 22.5

ゴム市場 41,145 △56.1 8 △20.0 41,153 △56.1

石油市場 88,438 △15.4 10 △99.5 88,448 △17.0

中京石油市場 4,862 114.7 ― ― 4,862 114.7

　小計 1,133,664△6.1 1,855 △72.51,135,519△6.5

現金決済取引 　 　 　 　 　 　
貴金属市場 91,603 62.2 4 100.0 91,607 62.2

石油市場 9,469 △11.1 ― ― 9,469 △11.2

　小計 101,072 50.6 4 △71.4 101,076 50.6

指数先物取引 　 　 　 　 　 　
日経・東工取商品

    指数市場
195 △98.4 ― ― 195 △98.4

　小計 195 △98.4 ― ― 195 △98.4

合計 1,234,931△4.0 1,859 △72.51,236,790△4.4

　
(注) １　主な商品別の委託売買高とその総委託売買高に対する割合は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

取引所名 銘柄名
委託売買高
(枚)

割合
(％)

取引所名 銘柄名
委託売買高
(枚)

割合
(％)

東京工業品取引所 金 458,82935.7東京工業品取引所 金 665,01653.9

東京工業品取引所 白金 166,73913.0東京工業品取引所 白金 128,83210.4

東京穀物商品取引所 とうもろこし 138,74010.8東京工業品取引所 金ミニ 77,7756.3

東京穀物商品取引所 一般大豆 95,2177.4東京工業品取引所 ガソリン 71,7045.8

東京工業品取引所 ゴム 93,6377.3東京穀物商品取引所 一般大豆 65,7125.3

東京穀物商品取引所 砂糖 74,1125.8東京穀物商品取引所 とうもろこし 62,8925.1

東京工業品取引所 ガソリン 56,9324.4東京工業品取引所 ゴム 41,1453.3

２　商品先物取引における取引の最低単位を枚と呼び、例えば金１枚は１㎏、白金１枚は500ｇというように、１枚

当たりの数量は商品ごとに異なります。
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当社の商品先物取引に関する売買高のうち、当連結会計年度末において反対売買等により決済されて

いない建玉の状況は次のとおりであります。

　

ニ　商品先物取引の未決済建玉の状況

　

区分 委託(枚)
前年同期比
(％)

自己(枚)
前年同期比
(％)

合計(枚)
前年同期比
(％)

現物先物取引 　 　 　 　 　 　

農産物市場 13,227 △26.6 50 ― 13,277 △26.3

砂糖市場 3,109 △17.8 ― ― 3,109 △17.8

貴金属市場 22,842 28.5 67 △21.2 22,909 28.3

ゴム市場 1,042 △5.2 ― ― 1,042 △5.2

石油市場 1,797 52.7 ― ― 1,797 52.7

中京石油市場 153 △28.2 ― ― 153 △28.2

　小計 42,170 0.3 117 37.6 42,287 0.3

現金決済取引 　 　 　 　 　 　

貴金属市場 2,788 150.9 ― ― 2,788 150.9

石油市場 332 △21.5 ― ― 332 △21.5

　小計 3,120 103.4 ― ― 3,120 103.4

指数先物取引 　 　 　 　 　 　

日経・東工取商品
    指数市場

― ― ― ― ― ―

　小計 ― ― ― ― ― ―

合計 45,290 3.7 117 37.6 45,407 3.7
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、税

金等調整前当期純利益が２億65百万円となったことや委託者先物取引差金の増加、短期借入金の減少等

により、前連結会計年度末に比べて２億33百万円減少し、当連結会計年度末は11億19百万円となりまし

た。

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー

  当連結会計年度において営業活動による資金は９億84百万円の増加（前連結会計年度は９億45百万円

の減少）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が２億65百万円となったことや金銭の信託

の減少（キャッシュフローは増加）等によるものであります。

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー

  当連結会計年度において投資活動による資金は80百万円の減少（前連結会計年度は５億38百万円の増

加）となりました。これは主に、有価証券の取得等によるものであります。

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー

  当連結会計年度において財務活動による資金は11億36百万円の減少（前連結会計年度は61百万円の減

少）となりました。これは主に、短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出、配当金の支払い等によ

るものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

　

　 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率（％） 35.5 31.5 32.7

時価ベースの自己資本比率（％） 12.8 9.9 11.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（％）

─ ― 539.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ─ ― 8.4

　

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

    　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（※2）／総資産

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債（※4）／キャッシュ・フロー（※3）

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー（※3）／利払い（※4）

（※1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（※2）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（※3）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

（※4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況は、商品先物取引関連事業が主たる事業であるため「１　業績等の概要」に含

めて記載しております。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、商品先物取引業務を中核とし、外国為替証拠金取引業務、証券取引業務など投資サー

ビスに係る業務を総合的に取り扱っております。我が国の投資サービス事業については、関係法令の改定

などを含め事業環境の整備が図られており、取引参加者の拡大をはじめ市場流動性の向上が進められ、ビ

ジネス・チャンスの拡大につながるものと期待されますが、一方で、商品先物取引業務においては平成23

年１月に施行された商品先物取引法による経営環境の変化、外国為替証拠金取引業務においてはレバ

レッジ規制強化などによる投資環境の変化なども視野に入れることが不可欠になります。

当社グループにおきましては、このような環境の変化が金融サービス新時代到来につながるものと捉

え、新たな成長に向けた企業活動を進めてまいります。併せて、コーポレート・ガバナンスに対する強い

姿勢が求められている現状を踏まえた内部管理体制の一層の強化を推進してまいります。

当社グループが今後対処すべき主要な課題は次のとおりです。

①新たな営業モデルの展開と商品開発への取り組み

  法規制等により新たな営業モデルの確立が不可欠になっております。営業社員個々のレベルアップを

図り、情報サービスの高度化等を進めることはもちろんですが、総合取引所創設の動きなど、商品と金融

の融合サービスの可能性も高まる中、顧客ニーズに対応した商品開発への積極的な取り組みや、対面、

ネットともにリテール営業の一層の質的向上などを推進してまいります。

  具体的には、営業部が主体となったセミナーを展開することで、お客様に取引の魅力を身近に感じてい

ただくとともにお客様のニーズを迅速に把握し、きめ細かいサービスにつなげていくことができます。ま

た、取引開始時に予め損失幅を限定できる商品先物取引「スマートＣＸ」も開発され、今後、新たな投資

家層の参加など市場拡大への貢献が期待されております。外国為替証拠金取引においても、東京金融取引

所で新たに取引が開始された通貨の取り扱いに積極的に取り組むなど取引拡大に努め、お客様の利便性

を一層高める環境整備を継続してまいります。

  さらに、収益源の多様化を図るという観点から新規事業への取り組みも進めていく必要があります。既

存事業の強化はもちろんですが、新たな投資サービスの展開や業種を超えた事業への進出も含めて事業

分野の拡大を図り、企業力を高める努力を進めてまいります。

②システム能力の向上による営業サービスの拡充　

　システム能力の向上は金融サービス新時代を勝ち抜くための必須条件です。利便性の高い取引システム

の構築には、システム開発の力などを高めなければなりません。開発能力やメンテナンス能力を一層高め

るためには、現在展開しているアウトソーシングの状況も含め、システム関連会社との連携を密にし、高

度なシステム環境の構築に努めてまいります。

  今後の大きなテーマであるネットサービスの拡充と対面サービスとの融合についても、スピーディー

な情報発信、利便性の高い取引環境の提供などがキーポイントになります。システム環境のレベルアップ

により取引システムの機能性の向上を進め、営業サービスの一層の拡充を推進してまいります。

③グループとしての総合力で新たな成長へ　

　現在、欧米の市場に比肩するマーケットづくりをめざし、商品と金融を融合する総合取引所創設に向け

た作業が進んでおります。実現すれば市場規模は飛躍的に拡大するものと考えられます。

  このような環境の変化を成長に結びつけていくには、商品先物取引業務や外国為替証拠金取引業務の

一層の充実は当然のことですが、証券取引業務や投資運用業務などを取り扱う子会社の収益力を高め、グ

ループとしての総合力を発揮していくことが不可欠になります。

  子会社アルバース証券株式会社の証券取引業務においては、個人投資家向けの営業サービス拡充に加

えて投資銀行業務の拡大などで業績の向上をめざし、証券ディーリングを主業務とする子会社株式会社

マックスマネー・インベストメントにおいては、ディーラーのレベルアップなどを図り、収益力の一層の

向上をめざしてまいります。また、子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業

務においては、契約資産の増大を図ることは言うまでもなく、運用能力の一層の向上を図り、運用報酬の
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増加に努めてまいります。

　さらにさまざまな可能性を視野に入れ、事業分野の拡大を図り、総合力で新たな成長に向けて前進して

まいります。

④内部管理体制のさらなる充実とリスク管理の強化　

　現在、企業経営にはコーポレート・ガバナンスへの対応を重視した経営管理体制の推進が強く求められ

ております。平成23年１月に施行された商品先物取引法をはじめ、会社法、金融商品取引法など関係法令

の規定に基づき、コンプライアンス意識向上や多様なリスクへの対応など企業の内部管理体制強化への

姿勢が求められております。

  当社におきましては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を中核とする内部管理体制を構築し、

内部統制システムの整備、内部監査体制の充実などコーポレート・ガバナンスへの取り組みを積極的に

進めております。

　また、緊急時のリスク管理についても前述の内部管理体制において的確に対応しており、東日本大震災

等の経験も踏まえて、緊急時事業継続計画（ＢＣＰ）等の運用内容についても必要に応じて強化を図っ

てまいります。さらにシステム監査に対する体制も強化し、外部機関による監査も実施しております。今

後も、経営環境の変化に的確に対応するため社内体制の強化に努めてまいります。

⑤企業価値の向上と財務力の強化

　企業経営の安定化には、収益源の多様化などによる収益力の強化、業務の効率化による経費の削減など

が不可欠になりますが、経営環境の変化に応じた財務力の強化も大きなテーマになります。純資産額規制

比率や自己資本規制比率などをはじめとした経営指標の向上は当然ですが、株主価値を高める企業活動

を進めることで、企業価値を高め、適正な企業評価を得られる企業経営を推進していかなければなりませ

ん。

  収益力の強化や経営資源の有効活用、業務の効率化、強固な財務基盤の確立等を進め、より安定した企

業経営を推進することで企業価値の向上に努めてまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社及び当社グループの事業等に関するリスクにつきまして、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると思われる主要な事項を記載しております。なお、当社及び当社グループは、これらのリスク

発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項におい

ては、将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項につきましては、本有価証券報告書提出日現在

において判断したものであります。

①商品先物取引業務について 

  当社グループの主たる事業は、商品先物取引の受託業務及び自己ディーリング業務であります。受託業

務は顧客の委託を受けて商品取引所に上場されている商品の売買を行なうものであり、委託手数料が収

益となります。自己ディーリング業務は自己の計算に基づき商品先物取引を行なうもので、売買による差

損益金が発生します。商品先物取引は、世界の政治・経済情勢や外国為替市場の動向など、さまざまな要

因を反映してマーケットが変動し、その動向によっては出来高が左右されることもあり、経営予測を超え

て収益に影響を及ぼす場合があります。

  今後、収益源の多様化や商品開発などを一層推進するとともに、リスク管理を徹底し、安定した収益基

盤の確保とリスクの軽減に努めてまいります。

　②外国為替証拠金取引業務・証券取引業務等について 

  外国為替証拠金取引につきましては、世界の政治・経済や景気動向、それらに関連する金融市場の変

化、金利動向等に敏感に反応する外国為替市場の動向に収益を左右される可能性があります。

  また、連結子会社アルバース証券株式会社は個人投資家向けの証券業務を主たる事業としております。

株式市場は、国内外の経済動向、金利の動きなどによって動きますが、株式市場の低迷などが起きた場合

には、取引の減少から業績に影響が及ぶ可能性があります。今後、営業範囲の拡大などに積極的に取り組

んでいく所存であります。連結子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社及び連結子会社

株式会社マックスマネー・インベストメントの業務につきましても株式市場の動向が業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

　③当社グループの事業に係る法的規制について 

  当社グループの主たる事業である商品先物取引業務は、商品先物取引法、同施行令、同施行規則などの

関連法令及び日本商品先物取引協会が定めた自主規制ルールなどの適用を受けているほか、消費者契約

法などの適用を受けております。

  商品先物取引法は、受託業務を行なうには商品先物取引業者として主務大臣の許可を受ける必要があ

る旨などを定めております。当社は、商品市場における取引の受託業務を行なうことのできる商品先物取

引業者として、農林水産大臣及び経済産業大臣より許可を受けております。商品先物取引法は、平成23年

１月、先物市場の信頼性・利便性の向上、委託者保護の充実などを目的として改正・施行されました。ま

た、日本商品先物取引協会は、自主規制ルールの整備や協会員の法令遵守を確保するための規定等を定め

ております。

  外国為替証拠金取引業務、商品ファンド販売業務、連結子会社アルバース証券株式会社の証券取引業

務、同ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務、投資助言代理業務につきまして

は、主として金融商品取引法及びその他の関連法規の適用を受けております。

  法的規制につきましては、全社を挙げてコンプライアンス意識の向上を図り、法令遵守の姿勢を徹底し

てまいります。

④企業財務に関連して

　当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられております。

純資産額規制比率とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他の理由に

より発生し得るリスクに対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であ

ります。

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 17/116



　純資産額規制比率は120％を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品取引員に対し商品取引受託

業務の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることがで

き、業務停止命令後３ヶ月を経過しても100％を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業

者の許可を取り消すことができるとされております。

　また、金融商品取引法に基づいて自己資本規制比率が定められており、自己資本規制比率は120％を下回

らないようにしなければならないとされています。100％を下回った場合には３ヶ月以内の期間の業務の

停止を命じることができ、業務停止命令後３ヶ月を経過しても100％を下回り、かつ、回復の見込みがない

ときは金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。

　⑤個人情報保護に関連して 

  個人情報に限らず、企業情報に対する管理体制の充実は不可欠であり、情報漏洩リスクへの強固な対応

が求められております。当社グループは、従前より顧客情報など個人情報について、各部署・各支店の責

任者並びに顧客管理を担当する営業管理部、システム管理等を担当する業務部を中心とした管理体制を

通じて情報管理を徹底してまいりました。個人情報保護法導入に伴い、社内の情報管理体制を一層強化

し、「個人情報保護方針」「個人情報保護基本規程」を策定し、全社に徹底しております。また、各部署・

各支店を網羅した個人情報保護体制を組織し、意識の徹底を図っております。さらに、「個人情報保護方

針」「個人情報の利用目的」を当社ホームページに掲載し、公表しております。

　⑥システムに関連して 

　当社グループは、オンライン・トレードのサービス拡充にも努めており、また、バックオフィスにおきま

しては多様なコンピュータ・システムを使用しております。従いまして、機器の故障や自然災害などによ

るシステム障害のリスクが業績に影響を与える場合があります。今後もシステム監査の実施やシステム

・セキュリティーの一層の強化等に取り組んでまいります。また、近年の取引環境においては、取引シス

テム向上に向けたシステム投資が不可欠であり、その投資コストも業績に影響を与える場合があります。

　⑦災害等に関連して 

　当社グループは、国内に事業拠点を有しておりますが、地震や風水害等の大規模な自然災害が発生した

場合には、事業活動に影響を与える場合があります。また、自然災害やテロ活動などにより、社会インフラ

が壊滅的なダメージを受けた場合には、事業の継続が長期にわたって停滞するなど、業績に影響を与える

場合があります。緊急時事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するなど対応を整備・強化しております。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基

づいて実施しております。

　なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第一部　企業情報　第５　経理の状況

　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載して

おります。

（2）当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、商品先物取引業務については、世界的な商品市場の活況

を背景に金やガソリンの取引は増加したものの、穀物やゴムの取引は伸び悩みました。その結果、当連結

会計年度の商品先物取引業務にかかる委託売買高は前連結会計年度比4.0％減の1,234千枚となりました

が、受取手数料は金取引の増加もあり、前連結会計年度比3.5％増の35億40百万円となりました。売買損益

につきましては、51百万円の売買収益（前連結会計年度は６百万円の売買収益）となりました。

外国為替証拠金取引業務につきましては、外国為替市場は欧州債務問題や米国経済の不透明感等を背

景に円高基調で推移しましたが、今年に入り、日本の貿易収支が赤字に転じたことなどから円安局面に転

じる場面も見られました。国内では外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）のレバレッジ規制が強化されたこ

とから個人投資家の取引が減少する場面も見られ、また、当社においては平成23年６月末をもって店頭Ｆ

Ｘ取引「エースでねらえ！ＦＸ」のサービスを終了したこともあり、結果として、当連結会計年度の外国

為替証拠金取引業務にかかる収益は、前連結会計年度比57.1％減の１億13百万円となりました。

子会社による証券取引業務につきましては、欧州経済への不安などから世界的に株式市況の回復も遅

れ、国内株式市場においては平成23年３月に発生した東日本大震災の影響や円高の進行を嫌気する場面

も見られました。今年に入ると、円高修正の動きなどから日経平均株価が持ち直す局面もありましたが、

結果として、当連結会計年度の子会社アルバース証券株式会社の証券取引業務における受入手数料等は、

前連結会計年度比15.3％減の１億75百万円に留まりました。また、子会社の株式会社マックスマネー・イ

ンベストメントによる証券ディーリング業務の収入は、前連結会計年度比8.6％増の１億34百万円となり

ました。

その他の事業としましては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純金積立」の手数料収入や

子会社興栄商事株式会社の事業である損害保険代理店業務による保険料収入に加え、子会社ビバーチェ

・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務による運用報酬等１億08百万円（前連結会計年度

の運用報酬等は１億14百万円）があり、合わせて１億28百万円の収益（前連結会計年度は１億34百万円

の収益）を計上いたしました。

なお、当連結会計年度における当社グループの営業費用は、グループ全体で経費の削減に努めた結果、

前連結会計年度比18.3％減の36億54百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、前連結会計年度比0.2％減の41億44百万円、営業利益は４億

90百万円（前連結会計年度は営業損失３億18百万円）、経常利益が３億96百万円（前連結会計年度は経

常損失３億88百万円）となり、固定資産除却損や商品取引責任準備金繰入、投資有価証券評価損等を特別

損失として計上したことにより、当期純利益は２億51百万円（前連結会計年度は当期純損失が13億27百

万円）となりました。

（3）経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの経営成績に重要な影響を与える主な要因としては、まず、商品先物取引特有のリスクが

考えられます。当社グループの主たる事業は、商品先物取引の受託業務及び自己売買業務であります。受

託業務は顧客の委託を受けて商品取引所に上場されている商品の売買を行うものであり、委託手数料が
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収益となります。自己売買業務は自己の計算に基づき商品先物取引を行うもので、売買による差損益金が

発生します。

商品先物取引は、世界の政治・経済情勢や為替市場の動向など諸々の要因を反映してマーケットが変

動し、その動向によっては出来高が左右されることもあり、経営予測を超えて収益に影響を及ぼす場合が

あります。また、外国為替証拠金取引につきましても、世界の政治・経済や景気動向などに敏感に反応す

る為替市場の動向に収益を左右される可能性があります。

　今後、収益源の多様化や商品開発などを一層推進し、自己売買業務についてはリスク管理を徹底し、安定

した収益基盤の確保とリスクの軽減に努めてまいります。

商品先物取引法や金融商品取引法の影響も考えられます。平成23年１月に改正商品取引所法が施行さ

れ、法律の名称も「商品先物取引法」と改称されました。近年実施された数回にわたる法改正等により、

日本の商品先物市場はインフラ整備が進み、市場拡大に向けて進展しています。しかし、その一方で、商品

先物取引業者の行為規制の強化、純資産要件の充実等も推進されています。行為規制の強化につきまして

は、投資家の参入が減少する可能性も危惧されておりますが、投資家向けセミナーを活用したサービス拡

充など新たな営業モデルを展開し、営業サービスの充実に努めるとともに、適合性の原則などルール遵守

の営業活動を進めております。また、純資産要件の充実等への対応につきましては、自己資本の充実等を

図り、財務体制の一層の強化に努めてまいります。

既に平成19年には金融商品取引法も施行されており、外国為替証拠金取引業務、商品ファンド事業、証

券取引業務が同法の適用を受けております。ビジネスチャンスは拡大しますが、競争の激化など経営環境

が厳しくなることも予想されます。そのような中、市場経済の発展を見据えた積極的な企業戦略を展開

し、コンプライアンスを重視した経営の強化を軸に、企業価値、株主価値を高める経営の実践を図ってま

いる所存であります。

（4）戦略的現状と見通し

平成23年１月の商品先物取引法施行により、当社グループの中核事業である商品先物取引を取り巻く

環境は変化しております。商品デリバティブ取引の導入や商品先物取引仲介業者といった制度の導入な

ど市場規模拡大へのインフラ整備が推進される一方で、損失限定取引など一部の取引を除いて個人投資

家に対する不招請勧誘禁止も法規制され、商品先物取引業者の経営環境は大きな変化を見せております。

しかし、商品と金融の融合サービスの推進、即ち総合取引所構想も政治主導で進められており、ビジネス

・チャンスの拡大も期待されております。外国為替証拠金取引についても、レバレッジ規制導入による一

時的な取引低迷はあるにせよ、資産運用の新たな手段として注目され、人気を集めております。これら投

資サービス業務を主事業とする当社グループにとりましては、競争の激化は予想されますが、新たな成長

のチャンスとして積極的な事業展開を推進してまいります。

当社グループは、現状の事業環境を鑑み、新しい時代に適応するビジネスモデルを構築し、さまざまな

可能性を視野に入れ、市場拡大によるビジネス・チャンスを企業成長につなげていくために、中長期的に

は次の経営方針のもとで事業を展開してまいります。

　①顧客本位の資産運用サービス会社を志向

　投資サービス事業の成功の鍵は、コンプライアンス意識向上の中で顧客の利益を最優先するという立場

を貫くことにあります。これを実現するには顧客ニーズに柔軟に対応できるサービス体制とスピード経

営の実践が不可欠となります。その上で、幅広い資産運用サービスを充実させ、顧客ニーズに適応した高

度な投資サービスを提供することが必要です。商品先物取引業務、外国為替証拠金取引業務、証券取引業

務など、当社グループの総合力を活かして、顧客本位の資産運用サービスを提供してまいります。また、事

業分野の拡大を視野に入れ、さまざまな可能性を模索しながら、新規事業への積極的な取り組みも推進し

てまいります。　

　②安定成長を支える経営基盤の確保

　企業成長の根幹は、収益力の強化をベースにした営業資産の拡大であり、安定した利益の計上でありま

す。中でも預り証拠金や顧客数など営業資産のさらなる増大が成長の要になります。投資サービス事業の
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将来性を見越して異業種も参入し、企業間競争が激化するなど厳しい経営環境もありますが、新たな営業

モデルの構築や事業分野の拡大などを通じて資産の拡大を図り、収益の増大につなげてまいります。ま

た、リスク管理の一層の強化、効率的な業務の推進などを図り、安定した利益の計上につなげ、強固な経営

基盤を確立してまいります。

　③財務体質の強化と株主への利益還元の推進

　企業経営において健全な財務体質は不可欠であります。委託者資産の分離保管や100％信託保全の導入

はもとより、純資産額規制比率や自己資本規制比率の向上等に向けた強固な財務体制の確立が不可欠で

す。さらに、当社グループは株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策の一環として位置づけてお

り、業績向上に向けて企業活動に注力するとともに、利益状況を勘案し、株主の皆様への配当を重視した

利益配分を行なうことを基本方針としております。

　④信頼される人づくりを通じて選ばれる企業の創造

　ネット経済の時代ではありますが、このような時であるからこそ企業成長の鍵は「人」にあります。信

頼される人材の育成こそが企業成長の土台になります。社内研修等を通じて、常に新しい知識習得の場を

持ち、コンプライアンス意識の向上を進めるなど、社員各自が自己成長できる環境を整えてまいります。

顧客サービスのレベルアップは社員の質的向上、信頼の確保があってはじめて成し遂げられます。ＩＴ進

展に伴う情報サービスの高度化と併せて人材の育成を一層充実し、選ばれる企業の創造に積極的に取り

組んでまいります。

　当社グループは、広い視野に立ち、市場経済の発展を見据えた積極的な企業戦略を展開するとともに、コ

ンプライアンスを重視した経営を推進し、企業価値、株主価値を高める経営の実践を図ってまいります。

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度における資産、負債、純資産の状況を見てみますと、資産については、流動資産は前連結

会計年度末に比べて1.4％減少し、237億74百万円となりました。これは、預り証拠金代用有価証券の減少

による保管有価証券の減少等によるものであります。固定資産は前連結会計年度末比2.5％減の102億54

百万円で、これは、投資有価証券の減少等によるものであります。この結果、総資産は前連結会計年度末に

比べて1.8％減少し、340億29百万円となりました。

  続いて負債については、流動負債は前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、205億76百万円となりまし

た。これは、短期借入金の減少等によるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べて21.8％減

少し、18億84百万円となりました。これは、長期借入金の減少等によるものであります。また、特別法上の

準備金として４億09百万円を計上しております。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて3.6％

減少し、228億70百万円となりました。

　純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、111億59百万円となりました。これは、当期純

利益計上等による利益剰余金の増加等によるものであります。１株当たり純資産は、前連結会計年度末に

比べて、15円05銭増加し、664円73銭となりました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の31.5％か

ら、当連結会計年度末は32.7％となりました。

当連結会計年度における当社グループのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ

・フローは９億84百万円の増加（前連結会計年度は９億45百万円の減少）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益が２億65百万円となったことや金銭の信託の減少（キャッシュフローは増加）等

によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは80百万円の減少（前連結会計年度は５億

38百万円の増加）となりました。これは主に、有価証券の取得等によるものであります。財務活動による

キャッシュ・フローは11億36百万円の減少（前連結会計年度は61百万円の減少）となりました。これは

主に、短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出、配当金の支払い等によるものであります。

　以上の結果、当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、税金等調整前当

期純利益が２億65百万円となったことや委託者先物取引差金の増加、短期借入金の減少等により、前連結

会計年度末に比べて２億33百万円減少し、当連結会計年度末は11億19百万円となりました。

預り証拠金の増加などが営業活動によるキャッシュ・フローの増加につながり、資金の流動性を確保
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することになります。今後も、営業資産増大に向けた企業活動等に積極的に取り組んでまいります。

（6）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは、商品先物取引業務を中心に、外国為替証拠金取引業務、証券取引業務などを取り扱う

総合金融サービス業を展開しております。現在、当社グループを取り巻く環境は歴史的な変革期にありま

す。世界の政治経済を見ても、さまざまなリスクを抱え、マーケットの方向性も依然として読みづらい状

況にあります。競争が激化する中、厳しい経営環境ではありますが、わが国では総合取引所構想も前進し

ており、新たなビジネス・チャンスの到来も期待されております。変革期は事業拡大の好機と捉えて積極

的な企業戦略を実行に移していくことが不可欠になります。一方で、コーポレート・ガバナンスに対する

強い姿勢が求められていることは言うまでもありません。

　このような状況のもと、当社グループは、専門性の高い人材育成やシステム能力の一層の向上を図るこ

とはもとより、①新たな営業モデルの展開と商品開発への取り組み、②システム能力の向上による営業

サービスの拡充、③グループとしての総合力で新たな成長をめざす、④内部管理体制のさらなる充実とリ

スク管理の強化、⑤企業価値の向上と財務力の強化、を主要な課題及び活動方針として掲げ、多様化する

資産運用ニーズに的確に応え得る新時代の金融・投資サービス事業の推進をめざして、さまざまな可能

性を模索しながら、積極的な企業活動に取り組んでまいります。

　当社グループは、平成22年10月には営業力の向上等を目的とした機構改革を実施し、中核である商品先

物取引業務はもとより、外国為替証拠金取引業務、証券取引業務などの業務効率を一層高め、セミナー展

開による新たな営業手法の推進や新規商品への積極的な取り組みなど営業サービスの拡充を進めること

で収益力の強化を図っており、順調に成果につながってきております。今後も収益源の多様化等による収

益力の強化、効率的な業務の推進、コスト・パフォーマンスの向上などを進め、企業価値の増大をめざし

て経営体制の一層の強化を進めてまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における重要な設備投資はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成24年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

本社
(東京都渋谷区)

商品先物
取引業務
外国為替
証拠金取
引業務

営業設備 2,350,713―
3,633,931
(1,454)

416117,3936,102,454122

大宮支店
(さいたま市
 大宮区)

商品先物
取引業務

営業設備 1,993 ― ― ― 2,1494,142 15

横浜支店
(横浜市中区)

商品先物
取引業務

営業設備 1,161 ― ― ― 15 1,177 12

名古屋支店
(名古屋市中区)

商品先物
取引業務

営業設備 4,161 ― ― ― 188 4,350 13

京都支店
(京都市中京区)

商品先物
取引業務

営業設備 717 ― ― ― 21 739 9

大阪支店
(大阪市淀川区)

商品先物
取引業務

営業設備 821 ― ― ― 9,0449,865 21

広島支店
(広島市中区)

商品先物
取引業務

営業設備 ― ― ― ― 377 377 10

福岡支店
(福岡市博多区)

商品先物
取引業務

営業設備 1,783 ― ― ― 369 2,153 16

エースプラザ
(静岡県伊東市)

その他
その他
設備

448,056 ―
135,580
(6,753)

― 1,611585,247―

エース・ハワイ
アン・ビュー
(米国ハワイ州)

その他
その他
設備

236,789 ―
25,627
(12,141)

― 397262,814―

その他の
保養施設　１件

その他
その他
設備

― ― ― ― 111 111 ―

社員寮及び社宅
５件

その他
その他
設備

21,400 ―
26,105
( 127)

― ― 47,505 ―

その他 その他
その他
設備

― ―
81,773
(413,858)

― ― 81,773 ―

合計 　 　 3,067,599―
3,903,017
(434,333)

416131,6797,102,713218

　

　
　

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 23/116



　

(2) 国内子会社

平成24年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

アルバース証券(株)
本店
(東京都渋谷区)

証券取引
業務

営業設備 1,476 ― ― ― 224 1,70016

ビバーチェ・キャピ
タル・マネジメント
(株)

本店
(東京都渋谷区)

その他 営業設備 630 ― ― ― 241 871 6

(株)マックスマネー
・インベストメント

本店
(東京都渋谷区)

証券取引
業務

営業設備 1,278 ― ― ― 4,3495,6286

興栄商事(株)
本店
(東京都渋谷区)

その他 営業設備 11,5337,581
25,204
(1,632)

― 13,30957,628―

(注) １　帳簿価額「その他」は、器具及び備品であります。

２　上記の他、建物の一部を賃借しております。年間賃借料は、66,874千円であります。

３　上記の他、器具及び備品等のリース資産があります。年間リース料 15,161千円、リース契約残高 5,060千円で

あります。

４　単位未満は切り捨てて表示しております。

５　上記金額に消費税等は含まれておりません。

　

(3) 在外子会社

特に記載すべき重要な設備の状況はありません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特に記載すべき事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

特に記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 67,197,000

計 67,197,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年６月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,464,05220,464,052
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード)

単元株式数は100株であります。

計 20,464,05220,464,052― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

平成24年４月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりで

あります。

　
事業年度末現在
(平成24年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成24年５月31日)

新株予約権の数(個) ― 3,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ― 3,700,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ― 220

新株予約権の行使期間 ―
平成24年７月５日～
平成27年７月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

―
発行価格　　220
資本組入額　110

新株予約権の行使の条件 ―
各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ―
譲渡による新株予約権の取得
については、当社取締役会の
承認を要する。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式総数 資本金 資本準備金

増減数(千株) 残高(千株) 増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高(千円)

平成14年４月１日～
平成15年３月31日
(注)

△211 20,464 ― 3,245,237△95,7022,715,614

(注)　資本準備金による自己株式の取得・消却による減少であります。

　
(6) 【所有者別状況】

平成24年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

0 9 15 38 13 5 3,7043,784 ―

所有株式数
(単元)

0 6,5914,21716,5176,701 58 170,541204,6251,552

所有株式数
の割合(％)

0.00 3.22 2.06 8.07 3.28 0.03 83.34100.00 ―

(注) １　自己株式 3,718,204株は、「個人その他」に 37,182単元、「単元未満株式の状況」に４株含まれております。

２　証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に 10単元含まれております。

　
(7) 【大株主の状況】

平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

榊　原　秀　雄 東京都大田区 2,501 12.22

株式会社大津や 大阪市淀川区西中島１－15－２ 600 2.93

エース交易社員持株会 東京都渋谷区渋谷３－29－24 552 2.69

株式会社廣済堂 東京都港区芝４－６－12 450 2.19

大　庭　忠　夫 東京都世田谷区 430 2.10

CGML-IPB CUSTOMER COLLAT ERAL
ACCOUNT
(常任代理人　シティバンク銀行株式
会社)

品川区東品川２－３－14 350 1.71

松　本　　　亘 東京都世田谷区 342 1.67

日栄興商株式会社 さいたま市南区鹿手袋２－13－８－902 283 1.38

小　徳　宏　之 兵庫県宝塚市 283 1.38

原　澤　藤　夫 東京都稲城市 199 0.97

計 ― 5,991 29.27

(注) １　上記のほか、当社所有の自己株式 3,718千株(18.16％)があります。

２　所有株式数の千株未満は切り捨てております。

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在
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区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 3,718,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式16,744,300 167,443 ―

単元未満株式  　普通株式 1,552 ― ―

発行済株式総数 20,464,052― ―

総株主の議決権 ― 167,443 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 1,000株(議決権10個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
エース交易株式会社

東京都渋谷区渋谷
３－29－24

3,718,200─ 3,718,20018.16

計 ― 3,718,200─ 3,718,20018.16
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業

員及び顧問に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委

任することにつき、平成24年６月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成24年６月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問
人数は未定であります。

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株） 1,000,000株を上限とします。

新株予約権の行使時の払込金額(円) 本新株予約権につき金銭の払い込みを要しない。

新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議日の翌日から２年を経
過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当社取締
役会において定める。

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）　は、
当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問の地位を失っ
た後も、これを行使することができる。
ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予
約権を行使することができない。

　ⅰ）取締役、監査役もしくは顧問を解任され、または正当な理由なく辞任
した場合

　ⅱ）従業員を解雇された場合
　ⅲ）取締役、監査役、従業員または顧問が、当社と競業する会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利
益に反する行為を行ったと認められる場合

　ⅳ）取締役、監査役の在任期間が１年に満たず、または割当日から６カ月
に満たない場合

　ⅴ）退職した従業員（管理職を除く）の在籍期間が３年に満たず、または
割当日から１年に満たない場合

　ⅵ）退職した従業員（管理職）、顧問の在籍期間が１年に満たず、または
割当日から１年に満たない場合

②新株予約権の相続による承継は、新株予約権者が被相続人となる相続に
おいてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予
約権を承継することができない。

③割当日から権利行使時に至るまでの間、新株予約権の譲渡、質入その他の
処分は認めない。

④その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注)  新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により

生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後
付与株式数

＝
調整前
付与株式数

× 株式分割又は株式併合の比率

　　  新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

株式分割又は株式併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使による場合は含まない。）を行

う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　 既発行
株式数

＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後　　　
行使価額

＝
調整前　　　行
使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新株発行株式数
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　
区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成23年４月１日)での決議状況
(取得期間平成23年４月１日～平成24年３月31日)

200,000 100,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 30,700 6,020,200

残存決議株式の総数及び価額の総額 169,300 93,979,800

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 84.6 93.9

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 84.6 93.9

　
区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成24年４月２日)での決議状況
(取得期間平成24年４月１日～平成25年３月31日)

200,000 100,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 100 100

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（　―　） ― ― ― ―

保有自己株式数 3,718,204─ 3,718,204─
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３ 【配当政策】

（1）利益配分の基本方針

当社は、創業以来、株主の皆様への利益還元を重要な経営理念の一つとして位置づけ、配当金につきま

しては、株式上場以来、１株当たり12円50銭以上を安定配当として実施してまいりました。

　なお、当社の事業が市況産業に属しており、上期と下期で業績が大きく変動する場合もありますので、中

間配当は実施せず、年１回の期末配当を株主総会に付議して実施する方針であります。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　また、当社は会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として

中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

（2）当期の配当決定に当たっての考え方

当期につきましては、１株当たり15円00銭の年間配当（普通配当12円50銭+特別配当２円50銭）を実施

いたしました。配当金の総額は２億51百万円になります。これにより当期の純資産配当率（連結）は

2.3％となります。この年間配当につきましては、平成24年６月28日に開催した株主総会において決議い

たしました。

（3）内部留保

内部留保している資金につきましては、今後の当社を取り巻く環境の変化及び金融商品市場の拡大等

に備え、営業体制の充実及び財務力の強化のために用いることとし、将来的には収益の向上を通じて株主

の皆様に還元できるものと考えております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高(円) 964 584 327 289 255

最低(円) 500 270 230 160 174

(注)　最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日から

平成22年10月11日までは大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成23年10月 11月 12月 平成24年１月 ２月 ３月

最高(円) 204 217 212 225 245 255

最低(円) 191 190 191 199 204 217

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
(千株)

取締役会長

代表取締役
ＣＥＯ ジョン・フー 1967年９月２日生

1990年９月 ベアリング証券ジャパン

(注)3 ―

1994年３月 ベアリング証券ホンコン

1995年10月 ＩＮＧベアリング証券（ジャパ

ン）

1996年12月 カナダインペリアルコマース銀行

東京支店

1999年６月 ジェオマトリックス

2000年６月 ドレスナー・クラインオート・

ワッサースタイン東京支店

2002年７月 ジェネレーショングループ㈱代表

取締役

2012年５月 当社顧問

2012年６月 ㈱マックスマネー・インベストメ

ント代表取締役社長(現任)

　 当社入社

　 代表取締役会長(現任)

取締役社長

代表取締役

営業本部本

部長兼 ＦＸ

事業部長

牧　田　栄　次 昭和29年１月22日生

昭和47年６月 新日本証券㈱入社

(注)3 135

昭和55年11月 アサヒ建装㈱入社

昭和58年３月 当社入社

平成７年６月 大阪支店長

平成８年６月 取締役

平成９年10月 常務取締役

平成12年５月 第二事業部担当

平成16年６月 専務取締役

平成17年７月 ニュートレード事業本部長

為替事業部担当

平成19年４月 開発商品事業部担当

平成21年６月 東部事業部長

　 ＦＸ事業部長(現任)

平成22年１月 営業本部本部長(現任)

平成24年６月 代表取締役社長(現任)

取締役
営業本部副

本部長
種　田　繁　樹 昭和39年３月18日生

昭和62年４月 デリカテッセン カトレア開業

(注)3 20

平成２年11月 大倉実業㈱入社

平成５年４月 ㈱サニックス入社

平成６年７月 当社入社

平成14年６月 本店第一・第四営業部担当ブロッ

ク長兼本店第一営業部長

平成14年10月 執行役員、本店第一・第四営業部

担当ブロック長兼本店第一営業部

長

平成16年６月 取締役(現任)

平成16年12月 本店第一営業部長

平成17年７月 本店第一営業部・新潟支店担当

平成18年７月 横浜支店担当

平成18年10月 本店第二営業部担当

平成20年10月 本店第二営業部長

平成21年４月 大宮支店長

平成22年１月 大宮支店・横浜支店ブロック長

平成22年10月 営業本部第二事業部長

　 大阪支店長

平成23年10月 営業本部副本部長(現任)

取締役
営業管理本

部長
元　岡　俊　輔 昭和46年６月17日生

平成６年４月 当社入社

(注)3 39

平成14年10月 執行役員、大宮支店長

平成15年３月 執行役員、大宮支店・新潟支店担

当ブロック長兼大宮支店長

平成16年６月 取締役(現任)

平成16年12月 大宮支店長

平成17年７月 大宮支店・船橋支店担当

平成21年４月 大阪支店長

平成22年１月 大阪支店・名古屋支店ブロック長

平成22年10月 営業管理本部長(現任)

　 営業管理部担当
　

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 31/116



　
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式

数

(千株)

取締役 ― マイケル・ラーチ 1971年１月20日生

1994年９月 ＩＮＧベアリング証券(ジャパン)

(注)3 ―

1996年６月 メリルリンチ日本証券㈱

1998年６月 カリヨン証券会社

2000年４月 リーマンブラザーズジャパン

2001年６月 アービトレージ・トレーディング

・コーポレーション

2002年５月 エボリューション・キャピタル・

マネジメント最高投資責任者(現

任)

2012年６月 当社入社

取締役(現任)

 取締役 ― ショーン・ローソン 1962年２月24日生

1988年３月 ㈱リクルート

(注)3 ―

1992年11月 クレディ・スイス・ファースト・

ボストン証券会社東京支店

1994年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社東

京支店

1999年４月 ブルーエッジテクノロジーズ

2000年５月 ナスダック・ジャパン㈱

2001年11月 セントラル・テクノロジーズ・

ジャパン㈱

2002年６月 メリルリンチ日本証券㈱

2005年３月 ハンター・キャピタル

2007年４月 エボリューション・ジャパン・ア

ドバイザーズ

2009年９月 ｅワラント証券㈱代表取締役(現

任)

2012年６月 当社入社

　 取締役(現任)

取締役 ― ロバート・ダイクス 1970年８月３日生

1993年７月 デロイト・トウシュ・トーマツ

(注)3 ―

1997年２月 オーディオソフト

2002年３月 エクセロン

2003年１月 ヴェルティカルソフトウエア

2004年８月 トラ・トレーディング・サービシ

ズ代表取締役(現任)

2012年６月 当社入社

　 取締役(現任)

監査役

常勤
― 神　田　　毅 昭和45年３月６日生

平成５年４月 日興証券㈱(現：SMBC日興証券㈱)

(注)4 ―

平成13年４月 ㈱コナミコンピュータエンタテイ

ンメント東京(現：コナミ㈱)

平成16年１月 ㈱フェイス

平成18年４月 ㈱トランスサイエンス

平成19年８月 ㈱フロンティアコンサルティング

ジャパン設立 代表取締役社長

平成20年３月 ㈱メディビックグループ　

平成22年４月 日本経済大学非常勤講師

平成24年６月 当社顧問

　 常勤監査役(現任)

監査役

非常勤
― 所 司 原　一 郎 昭和27年７月10日生

昭和52年４月 ㈱サンフレール

(注)5 ―

昭和55年４月 ミモザ㈱

昭和61年４月 ㈱ルイ・エンタープライズ

昭和63年10月 中央監査法人

平成７年８月 所司原一郎公認会計士事務所開業

平成10年１月 監査法人はるか 代表社員(現任)

平成24年６月 当社監査役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
(千株)

監査役

非常勤
― 宇　野　嘉　晃 昭和40年11月14日生

平成元年４月 アーサー・アンダーセン会計事務

所

(注)5 ―

平成８年10月 リーマン・ブラザーズ証券会社

平成11年11月 ホワイト＆ケース国際法事務弁護

士事務所

平成13年10月 税理士法人ザット(代表社員税理

士)(現任)

平成24年６月 当社監査役(現任)

計 195
　

(注) １　取締役マイケル・ラーチ、ショーン・ローソン、ロバート・ダイクスは、会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。

２　監査役所司原一郎、宇野嘉晃は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　平成24年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成24年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５　平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　所有株式数の千株未満は切り捨てております。

７　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１

名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

芦　塚　一　裕 昭和37年８月９日生

昭和61年４月 イトキン㈱

(注) ―

平成元年９月 アーンストアンドヤング会計事務

所税務部門

平成12年１月 ＫＰＭＧ会計事務所税務部門

平成15年８月 メリルリンチ日本証券㈱税務部

平成20年９月 税務士法人ザット

　　　　(注)　補欠監査役の任期は、選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

〔コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〕

当社は、経営管理機能の強化・充実を経営の最重要課題として捉え、コンプライアンスを重視した経営

の推進並びに社内管理体制の構築を進めております。市場リスク、財務リスクに対するリスク管理につい

ては社内規程を設け、社内管理を徹底しております。監督省庁から営業許可を受けた企業として関連業法

を遵守することは言うまでもなく、行動規範等についても新人研修や階層別研修を通じて教育の徹底を

図っております。また、経営の透明性を確保し、株主等の理解と信頼を高め、もって企業としての社会的な

責任を果たすべく、企業情報の迅速な開示に努めております。さらに、法令で定められた企業情報の開示

とは別に、当業界の上層団体である「日本商品先物取引協会」が指定する独自の開示情報を、同協会なら

びに当社の本・支店に「会社情報資料」として一般の閲覧に供しております。

① 企業統治（コーポレート・ガバナンス）の体制

イ）企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用しております。有価証券報告書提出日現在の経営管理機構及び業務執行体

制については、取締役会及び監査役会により、経営上の意思決定及び業務執行の監督及び監査を行って

おります。当社の取締役会は７名（うち社外取締役３名）で構成され、経営方針、法令で定められた事

項並びにその他の経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する機関として

運営を行っております。監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、各監査役は監査

役会が定めた監査の方針に従い、業務・財産の状況の調査や取締役会への出席を通じ、取締役の職務執

行の監査を行っております。

さらに会計監査人は適正な会計監査を確保するため、監査役会及び取締役会に会社法、金融商品取引

法、商品先物取引法等の関係法令に基づく会計監査の報告をしており、また必要に応じて顧問弁護士に

アドバイスを受けております。

現状の体制につきましては、取締役の人数は７名（うち社外取締役３名）であり、相互のチェックが

図れる状況であるとともに、監査役３名（うち社外監査役２名）による監査体制、並びに監査役が会計

監査人、内部監査部門、内部統制部門と連携を図る体制により、充分な監督体制等が構築できているも

のと考え、採用しております。

ロ）以上の内容を簡単に図示しますと、次のようになります。
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ハ）その他の企業統治に関する事項

当社の内部統制システムは、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制

（以下「内部統制」という。）として次のとおり整備しております。

　ａ）取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役・使用人の職務執行について定めた社内規程を法令・定款を遵守した行動をとるための行

動規範とする。

コンプライアンスとリスク管理全体を統括する組織として、代表取締役を委員長とする「コンプ

ライアンス・リスク管理委員会」を設置し、監査役、会計監査人及び内部監査部門（検査室・営業管

理部等）と連携して、当社グループの内部統制・リスク管理の全般に関して業務運営の妥当性，有

効性を監査するとともに、定期的に検証することで課題の早期発見と是正に努めることとする。

　また、当社は反社会的勢力及び団体との一切の関係遮断を図り、警察等専門機関と緊密に連携し、公

共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保に積極的に取り組むものとする。

　ｂ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体(以

下「文書等」という。)に記録し、保存する。取締役及び監査役はこれらの文書等を必要に応じて閲覧

できるものとする。

　ｃ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理全体を統括する組織として、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、組織

横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うものとする。各取締役は業務運営上のリスク（市場

リスク、取引先リスク、基礎的リスク等）を分析し、リスク管理に関する規程に基づき、そのリスクの

軽減に取り組む。リスクが顕在化した場合には、組織的対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整

える。
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　ｄ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会の開催については、定時取締役会のほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重

要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督等を行うものとする。取締役の職務執行については、組

織及び職務分掌規程、決裁権限規程、稟議規程に基づき、迅速適正な職務の執行を行うものとする。取

締役会は経営目標を設定し、各部門においては、その経営目標達成に向け具体案を立案・実行する。

また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか、業務報告を通じて定期的に

チェックを行う。

　ｅ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。子会社の経営については，その自主

性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項に関する事前協議等を行う。

　ｆ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとする。なお,当該使用人

の任命・異動等に関しては監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。

　ｇ）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制　

取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響

を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断

した事項についてすみやかに報告、情報提供を行うものとする。

　ｈ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を

図るものとする。監査役は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち監査の実効性を確保す

るものとする。監査役会は、必要に応じて弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーの助言を受

ける機会を保証されるものとする。

　ｉ）財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループ企業は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、

有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務

報告の信頼性と適正性を確保するものとする。

また当社のリスク管理体制は、健全な委託者層の導入と委託者保護の充実を目的に、商品先物取引関

連業務については勧誘活動や受託業務の適正な運営及び管理に関する「受託業務管理規則」「電子取

引に係る受託業務管理規則」を定めて事業活動の多くを占める受託業務にかかるリスク管理を徹底

し、営業管理部が中心となって顧客管理を推進しており、外国為替証拠金取引業務についても受託業務

の適正な運営及び管理に関する「金融先物取引業務管理規程」「電子取引に係る金融先物取引業務管

理規程」を定めて受託業務にかかるリスク管理を徹底し、コンプライアンス部が中心となって顧客管

理を推進しております。また、自己売買業務を適正に実施するために「自己売買に関する規程」を定

め、市場リスクにかかる管理を徹底しております。さらに、社内各部署の所管業務が法令等に遵守して

執行されていることについては、検査室が主管し、「内部監査規程」を定めて管理を徹底しておりま

す。
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② 内部監査及び監査役監査の状況

当連結会計年度における当社の内部監査及び監査役監査の体制についてですが、内部監査について

は、独立した業務監査部門である検査室が４名の構成で、各部署及び各支店の業務執行状況について厳

格な監査を実施しております。また、営業管理部及びコンプライアンス部が中心となり、受託業務等の

適正な運営・管理に関する「受託業務管理規則」「電子取引に係る受託業務管理規則」「金融先物取

引業務管理規程」「電子取引に係る金融先物取引業務管理規程」等を整備し、ルール順守の徹底を図

ることにより、勧誘段階から契約そして取引に至るまで、法令等で定められた書面の交付、説明義務等

の遵守を義務づけられた中で日々の営業活動を行ない、健全な委託者層の導入と委託者の保護育成を

推進しております。

  当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役の人数は３名（うち２名は社

外監査役）であります。監査役監査については、当社「監査役監査規程」に基づき、監査役会において

定めた監査の方針に従い、取締役会には全員が出席するとともに、取締役会等の議事録・決議稟議書・

重要な契約書等の閲覧・支店の実地監査或いは子会社の監査を実施しており、取締役の職務執行状況

を十分に監査できる体制になっております。なお、新たに選任された社外監査役の所司原一郎氏は、公

認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、宇野嘉晃氏は税理士としての専門的な知識・

経験等を有しており、両氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　当連結会計年度における監査役と内部監査部門である検査室との連携については、検査室が実施した

監査結果について報告を行うなど、その都度意見交換を行っております。

　当連結会計年度における内部監査部門である検査室と内部統制部門は、内部監査や業務指導にかかる

計画案等に基づき、業務執行の状況等を詳細に管理・確認し、さらに進捗管理を行なうことなどで連携

を図っております。

監査役は、会計監査人や内部監査部門である検査室及び内部統制部門と連携を図ることにより、充分

な監督体制を敷いております。

③ 社外取締役及び社外監査役

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役７名中

３名が会社法第２条第15号に規定する社外取締役であり、また、監査役３名中２名が会社法第２条第16

号に規定する社外監査役でありかつ独立役員であります。従って、客観的かつ中立な監視・監督体制が

確保されており、経営の監視機能が充分に整っております。

　社外取締役は、マイケル・ラーチ氏（エボリューション・キャピタル・マネジメント最高投資責任

者）、ショーン・ローソン氏（ｅワラント証券株式会社代表取締役）、ロバート・ダイクス氏（トラ・

トレーディング・サービシズ代表取締役）の３名を選任しており、タイガー・トラスト・グループと

の資本業務提携に伴い、経営の透明性を高め、公平性等を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の

強化を図るために選任しております。マイケル・ラーチ氏は投資ファンドの運営等を業務とするエボ

リューション・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者を務めており、ショーン・ローソン氏は

カバード・ワラントの商品開発等を業務とするｅワラント証券株式会社の代表取締役を務めており、

ロバート・ダイクス氏は金融システムの開発等を業務とするトラ・トレーディング・サービシズの代

表取締役を務めており、３氏ともに業務提携後の当社の成長戦略に対する助言をいただけるものと考

え、社外取締役に選任しております。

　社外取締役３名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係につきましては、３名と

もに、本有価証券報告書「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］の［注記事項］（重要な後発事

象）」に記載いたしました資本業務提携先のタイガー・トラスト・グループのグループ各社に在籍し

ており、今後パートナーとして経営戦略に対する助言等をいただきます。 

　社外監査役は所司原一郎氏（監査法人はるか代表社員）と宇野嘉晃氏（税理士法人ザット代表社員

税理士）の２名を選任しており、所司原一郎氏は公認会計士としての専門的な知識・経験等を有して

おり、宇野嘉晃氏は税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、両氏ともに財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。両氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関
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係その他の利害関係はございません。また、両氏は、当社、関連会社、主要取引先の業務執行者ではなく、

当社が報酬等を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので独立

性に問題はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

　当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりま

せんが、証券取引所が義務付けている独立役員に関する定義である「一般株主と利益相反が生じる恐

れのない社外取締役または社外監査役」を参考としております。　

当連結会計年度における社外監査役に対する情報伝達体制の概要については、常勤監査役（１名）

と社外監査役（２名）が情報交換と連携を密にし、取締役会や監査役会の開催前には常勤監査役より

会議内容の説明などを実施しております。内部監査部門との連携については、検査室が実施する社内監

査の結果について、監査のつど、結果報告書に沿った報告を受ける体制になっております。会計監査人

との連携については、会計監査等で得た会計監査人の情報をもとに、随時、情報交換を行ない、監査効率

の向上を図っております。

　社外監査役には社内制度の運営等に際して、税務面でのアドバイスや一般企業における対応状況等、

常に中立の立場で意見や提言を受けており、企業統治において重要な役割を担っていただいておりま

す。

④ 会計監査の状況

当連結会計年度における会計監査の体制については、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、齋

藤勝氏及び髙島雅之氏で海南監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公

認会計士３名であります。

　監査役と会計監査人とは、監査報告書の説明や監査計画等について情報交換を行なうなど、密に連携を

図っております。

　当連結会計年度における内部監査部門である検査室と内部統制部門は、内部監査や業務指導にかかる計

画案等に基づき、業務執行の状況等を詳細に管理・確認し、さらに進捗管理を行なうことなどで連携を

図っております。

　監査役は、会計監査人や内部監査部門である検査室及び内部統制部門と連携を図ることにより、充分な

監督体制を敷いております。

⑤ 役員の報酬等

イ）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
　

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与 退職慰労金

取締役 207,499 138,540 ─ 68,959 11

監査役
(社外監査役を除く。)

10,900 8,400 ─ 2,500 1

社外役員 14,500 12,000 ─ 2,500 2

　

ロ）提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　　　　　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ）使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

  使用人兼務役員の使用人給与に、重要なものはありません。
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ニ）役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員報酬等の額の決定に関する方針は、株主総会の決議に基づく報酬総額の限度内で、経営内容、

経済情勢とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により一定期間ごとに報酬額

を決定し、監査役の報酬は監査役の協議により一定期間ごとに報酬額を決定しております。

　なお、平成２年６月13日開催の第25回定時株主総会における決議により取締役の報酬限度額は年額

４億円以内、平成７年６月19日開催の第30回定時株主総会における決議により監査役の報酬限度額

は年額６千万円以内となっております。

　
⑥ 株式の保有状況

イ）保有目的が純投資以外の目的である投資株式

　　銘柄数　　　　　　　　　　　　 　9銘柄

　　貸借対照表計上額の合計 　　233,435千円

ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額

及び保有目的
　

（前事業年度）

　特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

㈱東和銀行 209,000 21,527株式の安定化

第一商品㈱ 83,000 20,501株式の安定化

㈱みずほフィナンシャルグループ 99,000 13,662株式の安定化

㈱りそなホールディングス 21,900 8,672株式の安定化

㈱東日本銀行 15,000 2,700株式の安定化

　

（当事業年度）

　特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

第一商品㈱ 83,000 36,769株式の安定化

㈱東和銀行 209,000 20,064株式の安定化

㈱みずほフィナンシャルグループ 99,000 13,365株式の安定化

㈱りそなホールディングス 21,900 8,343株式の安定化

㈱東日本銀行 15,000 2,865株式の安定化

　

ハ）保有目的が純投資目的である投資株式
　

　
前事業年度
（千円）

当事業年度
（千円）

　
貸借対照表計上
額の合計額

貸借対照表計上
額の合計額

受取配当金
の合計額

売買損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 13,000 13,000 ― ― ―

非上場株式
以外の株式

448,074 604,365 13,237 ― 51,921

　

⑦ 取締役の定数

当社は、現行定款において、取締役は20名以内とする旨を定めております。
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⑧ 取締役選任等の決議要件

当社は、現行定款において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって取締役を選任する旨及び取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする旨を定めております。

　取締役の解任につきましては、現行定款には別段の定めはありません。

⑨ 株主総会の決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

　イ 自己株式の取得

当社は、現行定款において、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取

引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。これは機動的な資本政策を行

うためであります。

　ロ 中間配当

当社は、現行定款において、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９

月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。これは株主への機動的な

利益還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。

⑩ 株主総会特別決議の要件

当社は、現行定款において、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定め

ております。これは、特別決議の定足数の要件を緩和することにより、株主総会を円滑に運営すること

を目的に定めたものであります。

　
(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
　

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 23,500 ― 23,500 ―

連結子会社 2,000 ― 2,000 ―

計 25,500 ― 25,500 ―

　
② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　
④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号)に基づいて作成しております。

なお、商品先物取引業の固有の事項については、日本商品先物取引協会により制定された「商品先物取

引業統一経理基準」(平成５年３月３日付社団法人日本商品取引員協会理事会決定)及び「商品先物取引

業における証券取引法に基づく開示内容について」(平成５年７月14日付社団法人日本商品取引員協会

理事会決定)に準拠して作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)

に基づいて作成しております。

なお、商品先物取引業の固有の事項については、日本商品先物取引協会により制定された「商品先物取

引業統一経理基準」(平成５年３月３日付社団法人日本商品取引員協会理事会決定)及び「商品先物取引

業における証券取引法に基づく開示内容について」(平成５年７月14日付社団法人日本商品取引員協会

理事会決定)に準拠して作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成23年４月１日から平成24

年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)の財務諸表

について、海南監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表等の適性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準

等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構

へ加入し、研修等へ参加しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 9,009,542

※2
 8,849,752

委託者未収金 38,437 81,144

有価証券 ※2
 300,150

※2
 500,100

商品及び製品 439,369 469,189

保管有価証券 ※2
 1,989,309

※2
 1,686,068

金銭の信託 989,702 31,200

委託者先物取引差金 1,719,754 2,341,216

短期差入保証金 8,144,976 8,335,693

信用取引資産 944,503 621,454

信用取引貸付金 942,679 587,520

信用取引借証券担保金 1,823 33,934

その他 547,428 869,074

貸倒引当金 △5,995 △9,984

流動資産合計 24,117,179 23,774,910

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2
 6,462,817

※2
 6,463,130

減価償却累計額 △3,260,358 △3,380,611

建物及び構築物（純額） 3,202,458 3,082,518

機械装置及び運搬具 61,922 63,163

減価償却累計額 △52,292 △55,581

機械装置及び運搬具（純額） 9,630 7,581

土地 ※2
 3,928,221

※2
 3,928,221

その他 593,042 633,454

減価償却累計額 △490,111 △483,233

その他（純額） 102,930 150,221

有形固定資産合計 7,243,241 7,168,543

無形固定資産 194,236 106,299

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2
 1,609,469

※1, ※2
 1,567,246

長期貸付金 719,102 707,507

その他 1,207,133 1,182,077

貸倒引当金 △450,810 △476,871

投資その他の資産合計 3,084,894 2,979,959

固定資産合計 10,522,372 10,254,802

資産合計 34,639,551 34,029,712
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※2
 4,207,695

※2
 3,853,297

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 566,640

※2
 566,640

リース債務 5,487 1,694

未払法人税等 30,835 24,232

賞与引当金 24,300 24,400

預り証拠金 9,099,399 9,862,706

外国為替取引預り証拠金 3,189,353 2,289,266

預り証拠金代用有価証券 1,988,924 1,686,068

信用取引負債 929,613 615,839

信用取引借入金 927,789 587,389

信用取引貸証券受入金 1,823 28,450

その他 911,912 1,652,751

流動負債合計 20,954,161 20,576,897

固定負債

長期借入金 ※2
 1,456,600

※2
 889,960

リース債務 2,223 529

退職給付引当金 569,739 594,007

役員退職慰労引当金 359,799 378,965

その他 22,110 20,778

固定負債合計 2,410,471 1,884,239

特別法上の準備金

商品取引責任準備金 ※3
 319,891

※3
 380,844

金融商品取引責任準備金 ※3
 27,744

※3
 28,291

特別法上の準備金合計 347,635 409,135

負債合計 23,712,268 22,870,272

純資産の部

株主資本

資本金 3,245,237 3,245,237

資本剰余金 2,715,614 2,715,614

利益剰余金 7,471,417 7,512,827

自己株式 △2,351,624 △2,357,645

株主資本合計 11,080,645 11,116,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △181,180 15,371

その他の包括利益累計額合計 △181,180 15,371

少数株主持分 27,817 28,033

純資産合計 10,927,282 11,159,439

負債純資産合計 34,639,551 34,029,712
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業収益

受取手数料 3,726,933 3,807,718

売買損益 155,861 199,157

その他 271,876 137,565

営業収益合計 4,154,672 4,144,442

営業費用 ※1
 4,473,486

※1
 3,654,089

営業利益又は営業損失（△） △318,814 490,352

営業外収益

受取利息 22,275 20,003

受取配当金 23,165 22,373

その他 46,885 16,709

営業外収益合計 92,326 59,087

営業外費用

支払利息 141,149 115,302

その他 21,253 37,831

営業外費用合計 162,402 153,134

経常利益又は経常損失（△） △388,890 396,305

特別利益

固定資産売却益 ※2
 1,652 －

投資有価証券売却益 101,565 3,202

その他 5,240 －

特別利益合計 108,458 3,202

特別損失

固定資産売却損 ※3
 5,552

※3
 161

固定資産除却損 ※4
 4,748

※4
 59,799

投資有価証券売却損 2,821 1

商品取引責任準備金繰入額 216,165 60,952

金融商品取引責任準備金繰入額 124 546

投資有価証券評価損 54,957 11,553

役員退職慰労金 595,413 －

その他 21,550 700

特別損失合計 901,334 133,714

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,181,767 265,793

法人税、住民税及び事業税 23,511 14,460

法人税等調整額 131,547 －

法人税等合計 155,058 14,460

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,336,825 251,333

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9,609 215

当期純利益又は当期純損失（△） △1,327,216 251,117
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△1,336,825 251,333

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △132,770 196,551

その他の包括利益合計 △132,770 ※１
 196,551

包括利益 △1,469,596 447,884

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △1,459,986 447,668

少数株主に係る包括利益 △9,609 215
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,245,237 3,245,237

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

当期首残高 9,134,548 7,471,417

当期変動額

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,327,216 251,117

当期変動額合計 △1,663,131 41,410

当期末残高 7,471,417 7,512,827

自己株式

当期首残高 △2,347,476 △2,351,624

当期変動額

自己株式の取得 △4,148 △6,020

当期変動額合計 △4,148 △6,020

当期末残高 △2,351,624 △2,357,645

株主資本合計

当期首残高 12,747,924 11,080,645

当期変動額

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,327,216 251,117

自己株式の取得 △4,148 △6,020

当期変動額合計 △1,667,279 35,390

当期末残高 11,080,645 11,116,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △48,409 △181,180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△132,770 196,551

当期変動額合計 △132,770 196,551

当期末残高 △181,180 15,371

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △48,409 △181,180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△132,770 196,551

当期変動額合計 △132,770 196,551

当期末残高 △181,180 15,371
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 37,426 27,817

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,609 215

当期変動額合計 △9,609 215

当期末残高 27,817 28,033

純資産合計

当期首残高 12,736,942 10,927,282

当期変動額

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,327,216 251,117

自己株式の取得 △4,148 △6,020

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △142,380 196,766

当期変動額合計 △1,809,659 232,157

当期末残高 10,927,282 11,159,439
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△1,181,767 265,793

減価償却費 234,186 216,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,349 30,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,300 100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,154 24,267

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,167 19,166

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 216,290 61,499

受取利息及び受取配当金 △45,440 △42,377

有価証券売却損益（△は益） △98,008 △2,667

デリバティブ評価損益（△は益） 2,211 1,658

支払利息 141,149 115,302

為替差損益（△は益） △5,440 1,000

有形固定資産売却損益（△は益） 3,900 161

固定資産除却損 4,748 59,799

有価証券評価損益（△は益） 54,957 11,553

委託者未収金の増減額（△は増加） 146,220 △16,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,208 △29,820

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△312,494 △621,461

差入保証金の増減額（△は増加） △755,773 △190,716

金銭の信託の増減額（△は増加） 426,959 958,502

信用取引資産の増減額（△は増加） △196,321 323,048

預り証拠金の増減額（△は減少） 531,618 △136,779

信用取引負債の増減額（△は減少） 180,357 △313,773

その他 △535 353,406

小計 △801,052 1,087,658

利息及び配当金の受取額 45,440 42,377

利息の支払額 △143,719 △117,518

法人税等の支払額 △45,688 △27,600

営業活動によるキャッシュ・フロー △945,019 984,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △7,357,000 △7,357,000

定期預金の払戻による収入 7,357,000 7,357,000

有価証券の取得（△）又は売却 199,850 △200,100

有形固定資産の取得による支出 △18,056 △77,541

有形固定資産の売却による収入 17,485 47

投資有価証券の取得による支出 △513,551 △309,434

投資有価証券の売却による収入 673,745 539,472

貸付けによる支出 － △70,000

貸付金の回収による収入 47,599 81,595

その他 131,081 △44,946

投資活動によるキャッシュ・フロー 538,154 △80,907
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 845,112 △354,397

長期借入金の返済による支出 △566,640 △566,640

自己株式の取得による支出 △4,148 △6,020

配当金の支払額 △335,914 △209,706

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,590 △1,136,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,408 △1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,046 △233,755

現金及び現金同等物の期首残高 1,813,791 1,353,745

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 1,353,745

※１
 1,119,989
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　４社

主要な連結子会社名

アルバース証券株式会社

興栄商事株式会社

株式会社マックスマネー・インベストメント

ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社

(2) 主要な非連結子会社名

エースマーキュリーカンパニー

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

　
２　持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

　
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　
４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　売買目的有価証券

決算末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は、移動平均法により算定しております。)

ｂ　満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

ｃ　その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しておりま

す。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
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また、預り証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品先物取引法施行規則第39条の

規定に基づく充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。

利付国庫債券　　　　  額面金額の80％

社債(上場銘柄)　　  　額面金額の65％

株券(一部上場銘柄)　  時価の70％相当額

倉荷証券　　　　　　  時価の70％相当額

②　デリバティブ取引

時価法

③　運用目的の金銭の信託

時価法

④　たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、平成11年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっており

ます。

②　無形固定資産（リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

③　長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

④　少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間均等償却

⑤　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

当連結会計年度末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込を加

味して計上しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、連結子会社については計上しておりません。

⑤　商品取引責任準備金

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同施行規則に

定める額を計上しております。

⑥　金融商品取引責任準備金

証券取引事故及び金融先物取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に

基づき、内閣府令に定める額を計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引、支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に係

るフロアー取引は、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引及び金利オプション取引(キャップ取引を含む。)

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ

・フローが固定され、その変動が回避されるものに限ります。

③　ヘッジ方針

借入金金利変動リスクをヘッジするための手段として、金利スワップ取引及び金利オプション取引

を利用し、ヘッジの対象は個別契約ごとに取り扱うものとしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの手段として利用している金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、金利スワッ

プの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなります。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

　

【会計方針の変更】

該当事項はありません。

　
【表示方法の変更】

該当事項はありません。

　
【追加情報】

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。

次へ
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

投資有価証券(株式) 1,013千円 1,013千円

　

※２　担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。

(1) 担保資産

担保資産の内訳

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

預金 5,695,000千円 5,695,000千円

建物 2,852,783千円 2,757,398千円

土地 3,769,511千円 3,769,511千円

投資有価証券 329,236千円 432,512千円

合計 12,646,530千円 12,654,421千円

対応する債務の内訳　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

短期借入金 4,207,695千円 3,853,297千円

長期借入金 2,023,240千円 1,456,600千円

合計 6,230,935千円 5,309,897千円

商品先物取引法第179条第７項
の規定に基づく銀行等の保証
による契約預託額

 
 

2,000,000千円

 
 

2,000,000千円

商品先物取引法施行規則第98
条第１項第４号の規定に基づ
く委託者保護基金代位弁済保
証額

 
 
 

800,000千円

 
 
 

800,000千円

(2) 預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日本商品清算機構へ預託しております。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

有価証券 300,150千円 500,100千円

保管有価証券 1,983,807千円 1,686,068千円

投資有価証券 572,533千円 367,693千円

合計 2,856,490千円 2,553,862千円

　(3) 分離保管資産

(前連結会計年度)

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保

全対象財産の金額は、当連結会計年度末はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は800,000千円であります。

　
(当連結会計年度)

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保

全対象財産の金額は、当連結会計年度末はありません。　

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は800,000千円であります。　
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※３　特別法上の準備金等

(1) 商品取引責任準備金

商品先物取引法第221条の規定に基づき計上しております。

(2) 金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上しております。

　
４　当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行なうため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結

しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

当座貸越極度額の総額 6,695,000千円 6,695,000千円

借入実行残高 4,207,695千円 3,853,297千円

差引額 2,487,304千円 2,841,702千円

　

(連結損益計算書関係)

※１　営業費用の主なもの

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

人件費 　 　

役員報酬 263,567千円 216,521千円

従業員給与 1,537,627千円 1,399,278千円

賞与引当金繰入額 24,300千円 24,400千円

退職給付費用 127,355千円 131,775千円

役員退職慰労引当金繰入額 51,125千円 46,875千円

福利厚生費 222,711千円 209,437千円

人件費計 2,226,687千円 2,028,287千円

貸倒引当金繰入額 62,871千円 33,387千円

その他 2,183,927千円 1,592,413千円

合計 4,473,486千円 3,654,089千円

　

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び構築物 1,042千円 ―

土地 610千円 ―

合計 1,652千円 ―

　

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び構築物 1,035千円 ―

機械装置及び運搬具 1,348千円 161千円

土地 3,168千円 ―

合計 5,552千円 161千円
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※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び構築物 1,601千円 ―

ソフトウェア ― 58,422千円

その他 3,146千円 1,376千円

合計 4,748千円 59,799千円

　

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)
　

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金 　
  当期発生額 199,136千円

  組替調整額 △2,585千円

    税効果調整前 196,551千円

    税効果額 ―

    その他有価証券評価差額金 196,551千円

その他の包括利益合計 196,551千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,464,052 ― ― 20,464,052
　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,668,304 19,200 ― 3,687,504
　

（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　　取締役会決議に基づく取得による増加　　　　　 19,200株

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 335,914 20.00平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 209,706 12.50平成23年３月31日 平成23年６月30日

　

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,464,052 ― ― 20,464,052
　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,687,504 30,700 ― 3,718,204
　

（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　　取締役会決議に基づく取得による増加　　　　　 30,700株

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 209,706 12.50平成23年３月31日 平成23年６月30日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 251,187 15.00平成24年３月31日 平成24年６月29日

　

次へ
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金勘定 9,009,542千円 8,849,752千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △7,357,000千円 △7,357,000千円

商品取引責任準備預金 △298,796千円 △372,762千円

現金及び現金同等物 1,353,745千円 1,119,989千円

　
(リース取引関係)

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前のファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に

準じて会計処理を行っております。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前連結会計年度(平成23年３月31日)

　 器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 147,698千円 21,000千円 168,698千円

減価償却累計額相当額 135,448千円 14,350千円 148,798千円

期末残高相当額 12,249千円 6,650千円 18,899千円

　

当連結会計年度(平成24年３月31日)

　 器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 71,788千円 21,000千円 92,788千円

減価償却累計額相当額 69,464千円 18,550千円 88,014千円

期末残高相当額 2,324千円 2,450千円 4,774千円

　

②　未経過リース料期末残高相当額

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

１年以内 14,835千円 5,060千円

１年超 5,060千円 ―

合計 19,895千円 5,060千円

　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

支払リース料 30,042千円 15,161千円

減価償却費相当額 28,016千円 14,125千円

支払利息相当額 958千円 326千円

　

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に分配された減損損失は該当ありませんので、項目等の記載は省略しております。
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(金融商品関係)

前連結会計年度(自平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

１.金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、商品先物取引及び外国為替証拠金取引を中心とする金融・投資サービス業を営

んでいます。商品先物取引を行うため、商品先物取引法に定める商品取引所の会員資格及び取引参加

資格を取得し、商品取引所に上場されている商品を対象に自己の計算において行う商品先物取引

（自己ディーリング業務）を行っております。また、保有現物商品（貴金属商品、石油製品等）の価

格変動のリスクをヘッジする目的及び現物商品を取得するために利用しております。

資金調達については、主に銀行借入により調達しており、長期借入金の金利変動リスクを回避する

ためにデリバティブを利用しております。　

また、当社の一部の連結子会社には、有価証券及びデリバティブ取引のトレーディングを行ってい

る子会社があります。　

（2）金融商品の内容及びリスク

営業債権である委託者未収金は、信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び商品ファンドであり、満期保有目的、

純投資目的及び事業推進目的で保有しているほか、一部の連結子会社では売買目的で保有しており

ます。これらはそれぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・

リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金

利の変動リスクに晒されていますが、このうち一部の長期借入金については、デリバティブ取引（金

利スワップ取引、金利キャップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引のうち、商品先物取引は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、借入

金に係る支払金利の金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引及び金利

キャップ取引があります。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

　また、一部の連結子会社では、売買目的有価証券のほか、株式関連のデリバティブ取引をトレーディ

ングポジションとして保有しております。当該金融商品は、価格変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各営業部門及び営業管理部が取引先の状況を定

期的にモニタリングし、相手先ごとに残高を管理するとともに、債権の回収に努めています。連結子

会社についても、当社と同様の管理を行っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、取引所取

引及び格付けの高い金融機関との取引を行っております。

② 市場リスクの管理

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引を利用しております。

　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引につきましては、当社は「自己売買に関する規程」によりその実施基準を定め、

売買規模が過大にならないよう取扱高の上限を定めております。取引の執行者は、事前に定めた者に

限定されています。執行者及び担当部署全体の運用状況の管理は財務管理担当が行い、取締役会等に

その内容を報告しております。また、当社が行う商品先物取引は、商品取引所の会員として直接商品

取引所と取引を行い、差損益金は日々精算され、損益に計上しております。連結子会社についても、運

用方針に従い有価証券並びにデリバティブ取引を行い、当社に取引の状況を定期的に報告しており

ます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する

契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ

ん。
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２.金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりませ

ん。
　

　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

　(1) 現金及び預金 9,009,542 9,009,542 ―

　(2) 委託者未収金（*1） 645,618　 　

　　　　貸倒引当金（*2） △328,982　 　

　 316,636 316,636 ―

　(3) 有価証券及び投資有価証券 　 　 　

　　　　その他有価証券 1,706,146 1,706,146 ―

　(4) 保管有価証券 1,989,309 1,989,309 ―

　(5) 長期貸付金 719,102　 　

　　　　貸倒引当金（*2） △72,917　 　

　 646,185 646,185 ―

　資産計 13,667,819 13,667,819 ―

　(1) 短期借入金 4,207,695 4,207,695 ―

　(2) 長期借入金（*3） 2,023,240 2,036,543 13,303

　(3) リース債務（*3） 7,711 7,711 ―

　負債計 6,238,646 6,251,949 13,303

　デリバティブ取引 ― ― ―

（*1）固定資産に含まれる委託者未収金を含めております。

（*2）委託者未収金及び長期貸付金に係る貸倒引当金を控除しております。

（*3）１年以内に期限到来の流動負債に含まれる長期借入金及びリース債務を含めております。
　
　（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　資産

(1) 現金及び預金

　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 委託者未収金

　委託者未収金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リス

クと見做し、時価を算定しております。
　

(3) 有価証券及び投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所又は取引金融機関から提

示された価格によっております。また、投資信託及び商品ファンドについては、公表されている基準価

格によっております。

(4) 保管有価証券

　この時価については、商品先物取引の預り証拠金代用有価証券として預託を受けたものは、商品先物

取引法施行規則第39条の規定に基づく充用価格によっております。

(5) 長期貸付金

　貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。

　　負債

(1) 短期借入金

短期借入金は短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 長期借入金

　時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。ただし、金利スワップの特例処理の対象となっている長期借入金

は、金利スワップと一体に処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。また、変動金利による長期借入金については、金利

が一定期間ごとに更新される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることか

ら、当該帳簿価額によっております。
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(3) リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しておりますが、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　　デリバティブ取引

　　　注記事項（デリバティブ取引関係）をご参照ください。

　
　（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 　

　非上場株式 　 　 203,473 　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるた

め、「資産(3)有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　
　（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　　現金及び預金 9,009,542 ― ― ―

　　有価証券及び投資有価証券 　 　 　 　

　　  その他有価証券のうち満期
　　  があるもの（国債）

325,095 500,250 ― ―

　　長期貸付金 24,000 120,000 120,000 455,102

合計 9,358,637620,250 120,000 455,102

　

　（注４）長期借入金及びリ-ス債務の連結決算日後の返済予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　　長期借入金 566,6401,456,600 ― ―

　　リース債務 5,487 2,223 ― ―

合計 572,1271,458,823 ― ―
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当連結会計年度(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)

１.金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、商品先物取引及び外国為替証拠金取引を中心とする金融・投資サービス業を営

んでいます。商品先物取引を行うため、商品先物取引法に定める商品取引所の会員資格及び取引参加

資格を取得し、商品取引所に上場されている商品を対象に自己の計算において行う商品先物取引

（自己ディーリング業務）を行っております。また、保有現物商品（貴金属商品、石油製品等）の価

格変動のリスクをヘッジする目的及び現物商品を取得するために利用しております。

資金調達については、主に銀行借入により調達しており、長期借入金の金利変動リスクを回避する

ためにデリバティブを利用しております。　

また、当社の一部の連結子会社には、有価証券及びデリバティブ取引のトレーディングを行ってい

る子会社があります。　

（2）金融商品の内容及びリスク

営業債権である委託者未収金は、信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び商品ファンドであり、満期保有目的、

純投資目的及び事業推進目的で保有しているほか、一部の連結子会社では売買目的で保有しており

ます。これらはそれぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・

リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金

利の変動リスクに晒されていますが、このうち一部の長期借入金については、デリバティブ取引（金

利スワップ取引、金利キャップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引のうち、商品先物取引は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、借入

金に係る支払金利の金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引及び金利

キャップ取引があります。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

　また、一部の連結子会社では、売買目的有価証券のほか、株式関連のデリバティブ取引をトレーディ

ングポジションとして保有しております。当該金融商品は、価格変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各営業部門及び営業管理部が取引先の状況を定

期的にモニタリングし、相手先ごとに残高を管理するとともに、債権の回収に努めています。連結子

会社についても、当社と同様の管理を行っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、取引所取

引及び格付けの高い金融機関との取引を行っております。

② 市場リスクの管理

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引を利用しております。

　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引につきましては、当社は「自己売買に関する規程」によりその実施基準を定め、

売買規模が過大にならないよう取扱高の上限を定めております。取引の執行者は、事前に定めた者に

限定されています。執行者及び担当部署全体の運用状況の管理は財務管理担当が行い、取締役会等に

その内容を報告しております。また、当社が行う商品先物取引は、商品取引所の会員として直接商品

取引所と取引を行い、差損益金は日々精算され、損益に計上しております。連結子会社についても、運

用方針に従い有価証券並びにデリバティブ取引を行い、当社に取引の状況を定期的に報告しており

ます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する

契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ

ん。
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２.金融商品の時価等に関する事項

平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりませ

ん。
　

　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

　(1) 現金及び預金 8,849,752 8,849,752 ―

　(2) 委託者未収金（*1） 661,762　 　

　　　　貸倒引当金（*2） △377,581　 　

　 284,181 284,181 ―

　(3) 有価証券及び投資有価証券 　 　 　

　　　　その他有価証券 1,891,288 1,891,288 ―

　(4) 保管有価証券 1,686,068 1,686,068 ―

　(5) 長期貸付金 707,507　 　

　　　　貸倒引当金（*2） △54,973　 　

　 652,533 652,533 ―

　資産計 13,363,824 13,363,824 ―

　(1) 短期借入金 3,853,297 3,853,297 ―

　(2) 長期借入金（*3） 1,456,600 1,463,255 6,655

　(3) リース債務（*3） 2,223 2,223 ―

　負債計 5,312,121 5,318,776 6,655

　デリバティブ取引 ― ― ―

（*1）固定資産に含まれる委託者未収金を含めております。

（*2）委託者未収金及び長期貸付金に係る貸倒引当金を控除しております。

（*3）１年以内に期限到来の流動負債に含まれる長期借入金及びリース債務を含めております。

　
　（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　資産

(1) 現金及び預金

　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 委託者未収金

　委託者未収金については、信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リス

クと見做し、時価を算定しております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所又は取引金融機関から提

示された価格によっております。また、投資信託及び商品ファンドについては、公表されている基準価

格によっております。

(4) 保管有価証券

　この時価については、商品先物取引の預り証拠金代用有価証券として預託を受けたものは、商品先物

取引法施行規則第39条の規定に基づく充用価格によっております。

(5) 長期貸付金

　貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。

　　負債

(1) 短期借入金

短期借入金は短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 長期借入金

　時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。ただし、金利スワップの特例処理の対象となっている長期借入金

は、金利スワップと一体に処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。また、変動金利による長期借入金については、金利

が一定期間ごとに更新される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることか

ら、当該帳簿価額によっております。
　

(3) リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定され
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る利率で割り引いた現在価値により算定しておりますが、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　　デリバティブ取引

　　　注記事項（デリバティブ取引関係）をご参照ください。

　
　（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 　

　非上場株式 　 　 176,058 　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるた

め、「資産(3)有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　
　（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　　現金及び預金 8,849,752 ― ― ―

　　有価証券及び投資有価証券 　 　 　 　

　　  その他有価証券のうち満期
　　  があるもの（国債）

500,100 300,330 ― ―

　　長期貸付金 24,000 120,000 120,000 443,507

合計 9,373,852420,330 120,000 443,507

　

　（注４）長期借入金及びリ-ス債務の連結決算日後の返済予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　　長期借入金 566,640 889,960 ― ―

　　リース債務 1,694 529 ― ―

合計 568,334 890,489 ― ―
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(有価証券関係)

前連結会計年度(自平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成23年３月31日）

時価のある満期保有目的の債券は該当ありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成23年３月31日)

　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　 　 　

　①株式 126,962 87,803 39,158

　②債券 　 　 　

　　　国庫債券 ― ― ―

　③その他 74,012 47,221 26,790

小計 200,974 135,025 65,948

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　 　 　

　①株式 412,784 596,021 △183,236

　②債券 　 　 　

　　　国庫債券 800,400 801,229 △829

　③その他 291,987 355,050 △63,062

小計 1,505,172 1,752,300 △247,128

合計 1,706,146 1,887,326 △181,180

(注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について 3,395千円減損処理を行っており

ます。

　なお、有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した

場合に行ない、30％～50％程度下落した場合は、当該金額の重要性、時価の回復可能性の判断を行い減損処理の

要否を決定しております。

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

　　(1）株式 243,604 98,403 2,669

　　(2）その他 30,103 3,161 152

　　　　合計 273,708 101,565 2,821
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当連結会計年度(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成24年３月31日）

時価のある満期保有目的の債券は該当ありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成24年３月31日)

　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　 　 　

　①株式 540,256 416,142 124,114

　②債券 　 　 　

　　　国庫債券 ― ― ―

　③その他 50,840 37,777 13,062

小計 591,096 453,919 137,177

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

　 　 　

　①株式 213,825 267,599 △53,774

　②債券 　 　 　

　　　国庫債券 800,430 801,082 △652

　③その他 285,936 353,316 △67,379

小計 1,300,191 1,421,997 △121,806

合計 1,891,288 1,875,917 15,371

(注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について 83千円減損処理を行っておりま

す。

　なお、有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した

場合に行ない、30％～50％程度下落した場合は、当該金額の重要性、時価の回復可能性の判断を行い減損処理の

要否を決定しております。

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

　　(1）株式 ― ― ―

　　(2）その他 9,444 3,202 ―

　　　　合計 9,444 3,202 ―
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

　　　１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　(1) 商品関連

　　

区分
デリバティブ取引
の種類等

契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

国内商品先物取引 　 　 　 　

現物先物取引 　 　 　 　

売建 297,768 ― 305,808 △8,040

買建 ― ― ― ―

現金決済取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

指数先物取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

合計 297,768 ― 305,808 △8,040

(注)　時価等の算定方法は、各商品取引所の最終値段によっております。
　

　(2) 株式関連

　

区分
デリバティブ取引
の種類等

契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

先物取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 19,440 ― 19,420 △20

オプション取引 　 　 　 　

　売建 　 　 　 　

　　コール 48,269,250　 　 　

　 (　　6,250) ― 7,560 △1,310

　　プット 27,601,000　 　 　

　 ( 　26,232) ― 9,390 16,842

　買建 　 　 　 　

　　コール 19,680,000　 　 　

　 (　　5,915) ― 4,360 △1,555

　　プット 4,324,000　 　 　

　 (　107,158) ― 3,604 △103,554

合計
99,893,690　 　 　

(　145,555) ― 44,334 △89,597

　(注) １　時価等の算定方法は、金融取引所の最終値段によっております。
２　オプション取引の評価損益の算定については、契約時のオプション料をもとに時価を付して算出し
ております。

３　(　）の金額は、オプション料であります。
　

　　　２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ取引
の種類等

主なヘッジ対象 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引 　 　 　 　

　支払固定・
　受取変動　

長期借入金 964,000 700,000 △41,044

　 金利キャップ取引 長期借入金 233,240 166,600 219

合計 1,197,240866,600 △40,825

 （注）時価の算定方法　取引銀行から提示された価格によっております。
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当連結会計年度(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)

　　　１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　(1) 商品関連

　　

区分
デリバティブ取引
の種類等

契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円) 評価損益(千円)

市場取引

国内商品先物取引 　 　 　 　

現物先物取引 　 　 　 　

売建 294,495 ― 297,616 △3,121

買建 18,894 ― 18,755 △139

現金決済取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

指数先物取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

合計 313,390 ― 316,371 △3,260

(注)　時価等の算定方法は、各商品取引所の最終値段によっております。
　

　　　２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ取引
の種類等

主なヘッジ対象 契約額等(千円)
契約額等のうち
１年超(千円)

時価(千円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引 　 　 　 　

　支払固定・
　受取変動　

長期借入金 964,000 436,000 △22,740

　 金利キャップ取引 長期借入金 233,240 99,960 50

合計 1,197,240535,960 △22,689

 （注）時価の算定方法　取引銀行から提示された価格によっております。
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(退職給付関係)

前連結会計年度(自　平成22年４月１日  至　平成23年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、複数の事業主により設立された総合型厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び

退職一時金制度を採用しております。また、厚生年金基金は全国商品取引業厚生年金基金に加入しておりま

す。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

　

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成22年３月31日現在）

年金資産の額 55,707,870千円

年金財政計算上の給付債務の額 55,716,122千円

差引額 △8,252千円

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

　 5.86％

(3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高 1,143,822千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財

務諸表上、特別掛金3,778千円を費用処理しております。

なお、上記（2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

２　退職給付債務に関する事項(平成23年３月31日)

①　退職給付債務の額 △769,423千円

②　年金資産の額 110,337千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △659,086千円

④　未認識数理計算上の差異 89,346千円

⑤　退職給付引当金の額(③＋④) △569,739千円

（注） 子会社の退職給付債務の算定については、簡便法を採用しておりますが、当該計上額はありません。

３　退職給付費用に関する事項(自平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

①　勤務費用の額 84,383千円

②　利息費用の額 9,872千円

③　期待運用収益の額 △1,503千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 34,603千円

⑤　退職給付費用 127,355千円

(注)　厚生年金基金への掛金拠出額(35,303千円)は、「①　勤務費用の額」に含めて計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率 1.3％

②　期待運用収益率 0.0％

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。)
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当連結会計年度(自　平成23年４月１日  至　平成24年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、複数の事業主により設立された総合型厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度

及び退職一時金制度を採用しております。また、厚生年金基金は全国商品取引業厚生年金基金に加入してお

ります。当社は、平成23年６月１日をもって適格退職年金制度を廃止し、確定給付企業年金制度へ移行して

おります。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

　

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成23年３月31日現在）

年金資産の額 51,627,099千円

年金財政計算上の給付債務の額 53,716,502千円

差引額 △2,089,403千円

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

　 6.01％

(3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,856,678千円であります。本制

度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務

諸表上、特別掛金3,424千円を費用処理しております。

なお、上記（2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

また、当社が加入している全国商品取引業厚生年金基金は、ＡＩＪ投資顧問株式会社に年金資産の一部

を運用委託しておりました。

２　退職給付債務に関する事項(平成24年３月31日)

①　退職給付債務の額 △854,747千円

②　年金資産の額 128,342千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △726,405千円

④　未認識数理計算上の差異 132,395千円

⑤　退職給付引当金の額(③＋④) △594,007千円

（注） 子会社の退職給付債務の算定については、簡便法を採用しておりますが、当該計上額はありません。

３　退職給付費用に関する事項(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)

①　勤務費用の額 82,764千円

②　利息費用の額 10,003千円

③　期待運用収益の額 ―

④　数理計算上の差異の費用処理額 39,008千円

⑤　退職給付費用 131,775千円

(注)　厚生年金基金への掛金拠出額(34,886千円)は、「①　勤務費用の額」に含めて計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率 1.2％

②　期待運用収益率 1.1％

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。)
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

　該当事項はありません。

　
(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

繰延税金資産 　 　

貸倒引当金 128,887千円 135,944千円

賞与引当金 9,887千円 9,274千円

未払事業税 5,659千円 7,407千円

退職給付引当金 231,826千円 211,704千円

役員退職慰労引当金 146,402千円 135,063千円

商品取引責任準備金 130,163千円 135,732千円

金融商品取引責任準備金 11,289千円 10,082千円

投資有価証券 108,242千円 94,808千円

ゴルフ会員権 92,451千円 81,226千円

減損損失 50,828千円 43,781千円

その他有価証券評価差額金 73,054千円 3,292千円

税務上の繰越欠損金 1,934,232千円 1,358,228千円

その他 64,086千円 52,857千円

繰延税金資産小計 2,987,012千円 2,279,405千円

評価性引当額 △2,987,012千円 △2,279,405千円

繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金負債 ― ―

繰延税金資産の純額 ― ―

　
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳
　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

法定実効税率
税金等調整前当期純損失を
計上したため、記載を省略
しております。

40.69％

（調整） 　 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.47％

住民税均等割 　 　 4.61％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 　 　 △1.44％

評価性引当金額 　 　 △41.89％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　 　 5.44％

　
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成

23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始

する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。これに
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伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月

１日から平成27年３月31日までのものは38.01％に、平成27年４月１日以降のものについては35.64％とな

ります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

　
(資産除去債務関係)

前連結会計年度(平成23年３月31日)

　重要性が乏しいため記載を省略しております。

　
当連結会計年度(平成24年３月31日)

　重要性が乏しいため記載を省略しております。

　
(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

　該当事項はありません。

前へ
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社は、商品先物取引を中核とした金融・投資サービス関連事業を営んでおり、「商品先物取引業務」、

「外国為替証拠金取引業務」、「証券取引業務」の３つを報告セグメントとしております。

　「商品先物取引業務」は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場さ

れている各種の商品先物取引について、顧客の委託を受けて執行する業務及び関連商品の販売並びに自

己ディーリング等を行っております。「外国為替証拠金取引業務」は、東京金融取引所における取引所為

替証拠金取引(くりっく365)の業務をおこなっております。「証券取引業務」は、主としてリテール営業

を中心に証券業務及び公開買付け代理人業務や第三者割り当て増資のアドバイザー業務等のほか、自己

ディーリングをおこなっております。

　
２  報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　
３  報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　  前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

　 　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他

(注１)
合計

調整額

(注２)

連結財務諸

表計上額

(注３)
商品先物取引

業務

外国為替証拠

金取引業務

証券取引

業務
計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への営業収益 3,423,877264,275331,5204,019,672134,9994,154,672― 4,154,672

  セグメント間の内部

  営業収益又は振替高
─ ― ― ― 138,684138,684△138,684 ―

計 3,423,877264,275331,5204,019,672273,6844,293,356△138,6844,154,672

セグメント利益又は損失(△) 794,379△188,799△174,946430,63318,371449,005△767,820△318,814

セグメント資産 19,200,91810,578,3031,929,63331,708,855339,72132,048,5762,590,97434,639,551

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　 　

  減価償却費 89,450 43,249 4,071 136,7718,678145,45088,736234,186

　有形固定資産及び

  無形固定資産の増加額
18,579 4,204 ― 22,784 ― 22,784 5,915 28,700

　

 （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、投資顧問業務、損害保険代理店業

務、金の定額購入業務等であります。

  ２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去△138,684千円、各報告セグメントに分配し

ていない全社費用△819,101千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

(2) セグメント資産の調整額には、連結子会社間に対する債権の相殺消去 △792,147千円、各報告セグメント

に分配していない全社資産 3,383,122千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属し

ない本社建物及び保養施設であります。

  ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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　  当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

　 　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他

(注１)
合計

調整額

(注２)

連結財務諸

表計上額

(注３)
商品先物取引

業務

外国為替証拠

金取引業務

証券取引

業務
計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への営業収益 3,591,758113,296310,4364,015,491128,9504,144,442― 4,144,442

  セグメント間の内部

  営業収益又は振替高
― ― ― ― 115,560115,560△115,560 ―

計 3,591,758113,296310,4364,015,491244,5104,260,002△115,5604,144,442

セグメント利益又は損失(△) 1,497,403△140,823△29,0151,327,56339,6931,367,257△876,904490,352

セグメント資産 20,197,0739,158,9511,790,01031,146,036385,03431,531,0702,498,64234,029,712

その他の項目 　 　 　 　 　 　 　 　

  減価償却費 98,779 16,193 2,893 117,8666,359124,22691,862216,088

　有形固定資産及び

  無形固定資産の増加額
89,688 228 ― 89,916 2,572 92,489 ― 92,489

　

 （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、投資顧問業務、損害保険代理店業

務、金の定額購入業務等であります。

  ２．調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去△115,560千円、各報告セグメントに分配し

ていない全社費用△938,584千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

(2) セグメント資産の調整額には、連結子会社間に対する債権の相殺消去△810,041千円、各報告セグメントに

分配していない全社資産3,308,683千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない

本社建物及び保養施設であります。

  ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
【関連情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

　１  製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。　

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

 １ 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及
び主要
株主

榊原　秀雄 ― ― 当社顧問
(被所有)
直接 14.9

資金の貸付
資金の返済
利息の受取
顧問料

47,599
3,293
27,000

長期貸付金 719,102

(注) １　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。　

　貸付金に対し有価証券(自社株式)及び不動産を担保として受け取っております。また、貸付金に対し貸

倒引当金を 72,917千円設定しております。

　顧問料は、当社顧問（創業者）としての業務内容を勘案し、両者協議の上決定しております。

　

当連結会計年度(自平成23年４月１日　至平成24年３月31日)

 １ 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

　

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及
び主要
株主

榊原　秀雄 ― ― 当社顧問
(被所有)
直接 14.9

資金の貸付

資金の貸付
資金の返済
利息の受取
顧問料

70,000　
81,595
12,603
36,000

長期貸付金 707,507

(注) １　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。　

　貸付金に対し有価証券(自社株式)及び不動産を担保として受け取っております。また、貸付金に対し貸

倒引当金を54,973千円設定しております。

　顧問料は、当社顧問（創業者）としての業務内容を勘案し、両者協議の上決定しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
　

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 649.68円１株当たり純資産額 664.73円

１株当たり当期純損失金額 79.06円１株当たり当期純利益金額 14.99円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また前連結

会計年度は１株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。

２.１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

　 　

当期純利益又は当期純損失（△）　(千円) △1,327,216 251,117

普通株主に帰属しない金額　　　　(千円)　　　　　
　　　　　

― ―

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失（△）　　　　　　(千円)

△1,327,216 251,117

普通株式の期中平均株式数　　　　(千株) 16,787 16,753

　

(注)３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

（平成23年３月31日)

当連結会計年度

（平成24年３月31日)

純資産の部の合計額　　　　　　　　　(千円) 10,927,282 11,159,439

純資産の部の合計額から控除する金額　(千円) 27,817 28,033

（うち少数株主持分） (27,817) (28,033)

普通株式に係る期末の純資産額　　　　(千円) 10,899,465 11,131,406

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数　　　　　　　　　(千株)

16,776 16,745
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(重要な後発事象)

Ⅰ．子会社設立及び会社分割による持株会社制への移行について

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会におきまして、持株会社制への移行に向け当社全額出資に

よる子会社を設立する旨の決議をいたしました。

　また、平成24年５月11日開催の取締役会におきまして、当社の100％子会社であるエース交易設立準備

株式会社に当社の商品先物取引業務及び外国為替証拠金取引業務を吸収分割の方法により承継させ持

株会社制へ移行することを決議し、本吸収分割に係る吸収分割契約を締結いたしました。

　なお、持株会社制への移行は、エース交易設立準備株式会社が商品先物取引業者の許可及び金融商品

取引業者の登録を受けることを条件とし、平成24年６月28日開催の当社第４７回定時株主総会におい

て承認決議されました。

１．子会社設立

(1) 会社設立の目的

グループ経営に関する意思決定と事業の執行に関する意思決定を分離、集中することにより、迅速

な意思決定の実現を図るため、現在当社が行っている事業を継承させるため、準備会社を設立するも

のであります。

(2) 設立する子会社の概要
　

商号

エース交易設立準備株式会社
　営業開始日までに商号を「エース交易株式会社」に、現エース交易株式
会社は「エース交易ホールディングス株式会社」に変更する予定であり
ます。

事業内容
商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

設立年月日 平成24年5月7日

営業開始年月日 平成24年９月１日（予定）

本店所在地 東京都渋谷区

代表者 代表取締役　田中　孝男

資本金 300百万円

決算期 ３月31日

株主構成・持株比率 エース交易株式会社　100％

　
２．会社分割

(1) 会社分割を行う理由

グループ経営に関する意思決定と事業の執行に関する意思決定を分離、集中することにより、迅速

な意思決定の実現を図るため、現在当社が行っている事業を継承させるため、準備会社を設立するも

のであります。

(2) 会社分割の要旨

　 分割の予定日（効力発生日）   平成24年９月１日（予定）

 　  分割方式　 エース交易株式会社を分割会社、新会社を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 分割当事会社の概要（平成24年3月31日現在）
　

 分割会社 承継会社

商号 エース交易株式会社 エース交易設立準備株式会社

事業内容
商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

設立年月日 昭和41年9月7日 平成24年5月7日

本店所在地 東京都渋谷区 東京都渋谷区

代表者
代表取締役社長
田中　孝男

代表取締役社長
田中　孝男

資本金 3,245百万円 300百万円

総資産 32,664百万円 ―

純資産 11,101百万円 ―

決算期 3月31日 3月31日

従業員数 218名 ―

持株比率  ― エース交易株式会社　100％
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Ⅱ．資本業務提携基本協定書の締結に伴う資本業務提携交渉の開始及び第三者割当による新株予約権

の発行について

当社は、平成２４年４月２７日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、Tiger Trust（以下

「Tiger社」という。）グループとの間で業務提携を行う旨及びTiger社のグループ企業であるTiger

Investment Enterprise Holdings LLC を割当先とした第三者割当による新株予約権の発行（以下

「新株予約権」という。）を行う旨を決議しました。

　１．資本業務提携の概要

(1) 本資本業務提携の目的及び理由

商品先物取引業務を中心とした多種の商品ライン及び営業網を有する当社と、金融トレーディン

グシステム開発メーカーと金融商品のプロバイダーを傘下に持つTiger社が有するシステム開発力、

商品開発力などを組み合わせることにより、グローバルに通用する金融システムと金融商品の創出、

営業力の強化を通じて更なる事業の拡大を図り、企業価値の向上を図るためであります。

　提携先となるTiger社は、2004年に設立された外国籍の信託です。Tiger社は、Evolution社、eワラン

ト証券株式会社及びタイガー・ホールディングス・リミテッドを保有し、トラ・ホールディングス

その他様々な会社に主要株主として出資しています。尚、Tiger社のグループ企業であるトラ・ト

レーディング・サービシズが提供するTora Compassは、グローバルな機関投資家に提供するアジア

マーケットを対象としたトレーディング・プラットフォームです。具体的には、アジア地域を中心と

して、14ヶ国及び12市場外リクィディティプールにおいて、約700ブローカー及び24証券取引所の接

続実績があります。

(2) 業務提携の内容

① トラ・ホールディングスの100%子会社であるトラ・トレーディング・サービシズの「Trading

Systems」（商品・為替・証券を含むマルチシステム）の共同開発及び営業

② 共同開発システムを利用した自己売買、及び同システムによる運用を行うファンドの組成、販売

③ Tiger社グループのシステムノウハウ等を活用した当社におけるネット取引（商品先物、ＦＸ取

引）事業の拡充

④ ｅワラント証券株式会社と当社における対面取引・ネット取引向け「新金融商品」の共同開発及

び販売

⑤ 双方が運用するファンドの日本及び海外でのクロスマーケティング

⑥ 「多数の商品の組み合わせ販売プラットフォーム」の共同開発及び販売並びに「総合金融サービ

ス会社（商品先物取引仲介業、金融商品取引仲介業）」の設立及び運営

⑦ その他両社が提案する事項

(3) 資本提携の内容

第三者割当により、Tiger 社のグループ企業である Tiger Investment Enterprise Holdings LLC

に当社の本新株予約権3,700個（株式数3,700,000株、持株比率（発行済株式総数ベース）18.08%）

を割当てます。また、当社がTiger社のグループ企業であるｅワラント証券株式会社の新株予約権及

びトラ・ホールディングスの新株予約権の取得を予定しております。取得予定の新株予約権の具体

的な内容については今後の協議の進捗状況を踏まえ、必要に応じて適時に開示いたします。

(4) 本資本業務提携の相手先の概要
　

（１） 名称 Evolution Capital Management LLC 

（２） 所在地 2425 Olympic Blvd. Suite 120E, Santa Monica, CA 90404

（３） 代表者の役職・氏名 CEO・Michael Lerch

（４） 事業内容 アセットマネジメント事業

（５） 資本金 26,508千米ドル

（６） 設立年月日 2002年5月16日

（７） 発行済株式数 100%社員持分権

（８） 決算期 12月

（９） 従業員数 45人

（10）主要取引先 なし

（11）主要取引銀行 なし

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 79/116



　
　

（12）大株主及び持株比率 Tiger Trust 100%

（13）当社との関係等

資本関係 該当事項なし

人的関係 該当事項なし

取引関係 該当事項なし

関連当事者への該当状況 該当事項なし
　

（14)  当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態

 2009/12期 2010/12期 2011/12期

純資産 14,157千米ドル 24,090千米ドル 26,508千米ドル

総資産 56,779千米ドル 63,544千米ドル 65,701千米ドル

売上高
(営業収益)

29,957千米ドル 33,143千米ドル 17,723千米ドル

経常利益 △2,546千米ドル 10,201千米ドル 2,944千米ドル

当期純利益 △3,783千米ドル 9,935千米ドル 2,419千米ドル
　

※１．Tiger社は、Tiger社グループの株式等を保有する信託であることから、Tiger社グループを代表し

て、Evolution社と資本業務提携基本協定書を締結しております。

　
２．第三者割当による新株予約権の発行について

(1) 募集の目的及び理由

当社の多種の商品ライン及び営業網と、金融トレーディングシステム開発メーカーと金融商品の

プロバイダーを傘下に持つTiger社が有するシステム開発力、商品開発力などとを組み合わせ、グ

ローバルに通用する金融システムと金融商品の創出、営業力の強化を通じて企業価値の向上を図る

ためであります。

(2) 募集の概要

発行数 3,700個（新株予約権1個につき1,000株）

発行価額の総額 10,670,800円

発行価額 新株予約権１個につき2,884円（新株予約権の目的である株式1株当たり2.884円）

割当日 平成24年5月17日

割当方法及び割当先
第三者割当の方法によります。
Tiger Investment Enterprise Holdings LLC　　3,700個

　

(3) 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

エース交易株式会社　　普通株式
3,700,000株　(１単元は100株)

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

　824,670,800円
1.新株予約権の発行価格の総額　                 　　　　 　10,670,800円
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額   814,000,000円
新株予約権の行使価額       　　      　　 220,000円（１株当たり220円）

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の資
本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条に定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた金額
とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
を減じた額とする。

新株予約権の行使期間  平成24年7月5日から平成27年7月4日まで

その他
本新株予約権が行使された場合に割当てる株式については、当社保有自己株式を割
当てます。

　

(4) 調達する資金の使途

　① 当社の営業支援に係る宣伝広告等の費用及び人材育成に係る研修等の費用

　② 対面取引・ネット取引向け新金融商品の共同開発費用

　③ 総合金融サービス会社（商品先物取引仲介業、金融商品仲介業）の設立及び運営費用　

　④ ファンドの組成費用

　⑤ 新商品に関するシステム開発を目的としたトレーディングシステムの共同開発費用

　⑥ 当社が既に手掛けている商品先物及びＦＸオンライン取引に関するシステムの刷新費用
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Ⅲ．ストック・オプション（新株予約権）の付与について

当社は、平成24年5月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、ストック・オプションとして発

行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件として、下記のとおり平成２４年６

月２８日開催の当社第４７回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決さ

れました。

　なお、詳細は、第一部［企業情報］第４［提出会社の状況］ １［株式等の状況］（９）［ストックオ

プション制度の内容］に記載のとおりであります。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,207,6953,853,297 1.15 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 566,640 566,640 3.45 ―

１年以内に返済予定のリース債務 5,487 1,694 2.75 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,456,600 889,960 3.45
　平成26年 7月21日
～平成26年 8月15日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

2,223 529 2.75
　平成25年 8月23日
～平成25年 8月23日

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 6,238,6465,312,121 ― ―

(注)　１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 ２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結

決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。　
　

　
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 566,640 323,320 ― ―

リース債務 529 ― ― ―

　

【資産除去債務明細表】

　

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該各連結会計年度末に

おける負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

　

　１．当連結会計年度における四半期情報等

　

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益　　　  （千円) 1,002,941 2,172,747 3,013,127 4,144,442

税金等調整前四半期(当期)
純利益　　　　   (千円)

30,888 156,496 14,618 265,793

四半期(当期)純利益金額
　　　　　　　 　(千円)

28,010 148,854 1,605 251,117

１株当たり四半期(当期)
純利益金額　      （円)

1.67 8.88 0.10 14.99

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金
額又は四半期純損失金額
(△)　　　　 　  （円)

1.67 7.21 △3.03 14.90

　

　２．現在、重要な訴訟事件で係争中のものが２件あります。

これらは、当社の元顧客が当社に委託した商品先物取引において、当社を被告として損害賠償請求を

裁判所に提訴したものであり、この損害賠償請求額は約367百万円であります。これに対して当社は、当

該商品先物取引は顧客自身の判断と責任に於いて行われたものであることを主張しております。これ

らの訴訟事件はいずれも、現在証拠調べ等がなされ手続きが進行中のために、訴訟の結果を予想するの

は困難であります。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 8,674,038

※1
 8,613,383

委託者未収金 ※2
 38,437

※2
 81,144

有価証券 ※1
 300,150

※1
 500,100

商品及び製品 439,369 469,189

金銭の信託 989,702 31,200

前払費用 1,078 8,190

保管有価証券 ※1
 1,989,309

※1
 1,686,068

短期差入保証金 7,576,940 7,827,621

委託者先物取引差金 ※3
 1,719,754

※3
 2,341,216

未収入金 126,652 27,007

短期貸付金 370,000 380,000

その他 166,782 226,476

貸倒引当金 △42,688 △38,884

流動資産合計 22,349,528 22,152,714

固定資産

有形固定資産

建物 ※1
 6,261,899

※1
 6,262,212

減価償却累計額 △3,081,367 △3,199,386

建物（純額） 3,180,532 3,062,825

構築物 21,953 21,953

減価償却累計額 △16,589 △17,179

構築物（純額） 5,363 4,773

器具及び備品 528,347 569,129

減価償却累計額 △449,861 △437,449

器具及び備品（純額） 78,485 131,679

土地 ※1
 3,903,017

※1
 3,903,017

リース資産 29,109 29,109

減価償却累計額 △24,635 △28,693

リース資産（純額） 4,474 416

有形固定資産合計 7,171,873 7,102,713

無形固定資産

ソフトウエア 148,629 62,088

電話加入権 42,216 42,216

その他 3,111 1,813

無形固定資産合計 193,957 106,117

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 84/116



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 1,571,359

※1
 1,487,906

関係会社株式 429,869 429,869

出資金 51,700 950

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 719,102 707,507

長期前払費用 9,855 57,137

長期差入保証金 440,878 448,679

長期委託者未収金 ※2
 607,181

※2
 580,617

その他 41,546 41,262

貸倒引当金 △424,508 △450,768

投資その他の資産合計 3,446,984 3,303,162

固定資産合計 10,812,815 10,511,994

資産合計 33,162,344 32,664,708

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1
 4,005,000

※1
 3,650,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 566,640

※1
 566,640

リース債務 5,487 1,694

未払金 183,333 395,806

未払費用 8,223 6,008

未払法人税等 17,495 20,516

預り金 428,166 754,675

賞与引当金 23,900 24,400

預り証拠金 9,099,399 9,862,706

外国為替取引預り証拠金 3,189,353 2,289,266

預り証拠金代用有価証券 1,988,924 1,686,068

その他 10,878 8,244

流動負債合計 19,526,802 19,266,027

固定負債

長期借入金 ※1
 1,456,600

※1
 889,960

リース債務 2,223 529

退職給付引当金 569,739 594,007

役員退職慰労引当金 359,799 378,965

受入保証金 51,565 50,233

固定負債合計 2,439,927 1,913,695

特別法上の準備金

商品取引責任準備金 ※4
 319,891

※4
 380,844

金融商品取引責任準備金 ※5
 1,830

※5
 2,377

特別法上の準備金合計 321,722 383,221

負債合計 22,288,451 21,562,944
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

資本準備金 2,715,614 2,715,614

資本剰余金合計 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

利益準備金 556,740 556,740

その他利益剰余金

別途積立金 8,403,000 6,503,000

繰越利益剰余金 △1,532,985 448,055

利益剰余金合計 7,426,754 7,507,795

自己株式 △2,351,624 △2,357,645

株主資本合計 11,035,982 11,111,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △162,090 △9,238

評価・換算差額等合計 △162,090 △9,238

純資産合計 10,873,892 11,101,764

負債純資産合計 33,162,344 32,664,708
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業収益

受取手数料 ※1
 3,549,383

※1
 3,645,498

売買損益 ※2
 6,305

※2
 51,327

その他の営業収益 152,994 23,099

営業収益合計 3,708,683 3,719,925

営業費用

取引所関係費 ※3
 123,662

※3
 126,408

人件費 ※4
 1,787,038

※4
 1,739,269

広告宣伝費 142,228 113,688

通信費 66,806 57,268

地代家賃 127,129 96,627

電算機費 299,468 163,803

調査費 171,194 166,927

減価償却費 221,436 206,835

貸倒引当金繰入額 67,985 25,793

その他 894,723 562,828

営業費用合計 3,901,673 3,259,450

営業利益又は営業損失（△） △192,990 460,475

営業外収益

受取利息 29,223 26,098

有価証券利息 3,950 1,900

受取配当金 23,155 22,281

受取地代家賃 40,147 40,147

その他 46,180 17,539

営業外収益合計 142,656 107,967

営業外費用

支払利息 137,438 112,277

その他 20,438 35,957

営業外費用合計 157,876 148,234

経常利益又は経常損失（△） △208,210 420,207
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※5
 1,652 －

投資有価証券売却益 101,565 3,202

その他 2,069 －

特別利益合計 105,287 3,202

特別損失

固定資産売却損 ※6
 4,330 －

固定資産除却損 ※7
 4,748

※7
 59,799

投資有価証券売却損 2,821 1

商品取引責任準備金繰入額 216,165 60,952

金融商品取引責任準備金繰入額 124 546

投資有価証券評価損 54,957 83

役員退職慰労金 595,413 －

子会社株式評価損 471,995 －

その他 8,971 700

特別損失合計 1,359,528 122,082

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,462,452 301,327

法人税、住民税及び事業税 10,816 10,579

法人税等調整額 131,547 －

法人税等合計 142,363 10,579

当期純利益又は当期純損失（△） △1,604,816 290,748
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,245,237 3,245,237

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,245,237 3,245,237

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

資本剰余金合計

当期首残高 2,715,614 2,715,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,715,614 2,715,614

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 556,740 556,740

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 556,740 556,740

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 9,303,000 8,403,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △900,000 △1,900,000

当期変動額合計 △900,000 △1,900,000

当期末残高 8,403,000 6,503,000

繰越利益剰余金

当期首残高 △492,254 △1,532,985

当期変動額

別途積立金の取崩 900,000 1,900,000

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,604,816 290,748

当期変動額合計 △1,040,731 1,981,041

当期末残高 △1,532,985 448,055

利益剰余金合計

当期首残高 9,367,485 7,426,754

当期変動額

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,604,816 290,748

当期変動額合計 △1,940,731 81,041

当期末残高 7,426,754 7,507,795
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △2,347,476 △2,351,624

当期変動額

自己株式の取得 △4,148 △6,020

当期変動額合計 △4,148 △6,020

当期末残高 △2,351,624 △2,357,645

株主資本合計

当期首残高 12,980,862 11,035,982

当期変動額

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,604,816 290,748

自己株式の取得 △4,148 △6,020

当期変動額合計 △1,944,879 75,021

当期末残高 11,035,982 11,111,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △46,799 △162,090

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△115,290 152,851

当期変動額合計 △115,290 152,851

当期末残高 △162,090 △9,238

評価・換算差額等合計

当期首残高 △46,799 △162,090

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△115,290 152,851

当期変動額合計 △115,290 152,851

当期末残高 △162,090 △9,238

純資産合計

当期首残高 12,934,062 10,873,892

当期変動額

剰余金の配当 △335,914 △209,706

当期純利益又は当期純損失（△） △1,604,816 290,748

自己株式の取得 △4,148 △6,020

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △115,290 152,851

当期変動額合計 △2,060,170 227,872

当期末残高 10,873,892 11,101,764
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【重要な会計方針】

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

決算末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は、移動平均法により算定しております。)

(2) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(3) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(4) その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

また、商品先物取引の預り証拠金代用有価証券として受け入れた保管有価証券は商品先物取引法施行

規則第39条の規定に基づく充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。

利付国庫債券　　　    額面金額の80％

社債(上場銘柄)　　    額面金額の65％

株券(一部上場銘柄)    時価の70％相当額

倉荷証券              時価の70％相当額

　
２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ取引

時価法

(2) 運用目的の金銭の信託

時価法

　
３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　
４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、平成11年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっており

ます。
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(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(4) 少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間均等償却をしております。

(5) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　
５　引当金及び特別法上の準備金の計上基準

(1) 貸倒引当金

当期末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将来の支給見込を加

味して計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 商品取引責任準備金

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同施行規則に

定める額を計上しております。

(6) 金融商品取引責任準備金

金融先物取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に基づき、内閣府令に

定める額を計上しております。

　
６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引、支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に係る

フロアー取引は、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

 92/116



金利スワップ取引及び金利オプション取引(キャップ取引を含む。)

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・

フローが固定され、その変動が回避されるものに限ります。

(3) ヘッジ方針

借入金金利変動リスクをヘッジするための手段として、金利スワップ取引及び金利オプション取引を

利用し、ヘッジの対象は個別契約ごとに取り扱うものとしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの手段として利用している金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、金利スワップ

の特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。

　
７　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

　
【会計方針の変更】

該当事項はありません。　

　
【表示方法の変更】

該当事項はありません。　

　
【追加情報】

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しておりま

す。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

※１　担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。

　(1)担保資産

担保資産の内訳

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

預金 5,345,000千円 5,345,000千円

建物 2,852,783千円 2,757,398千円

土地 3,769,511千円 3,769,511千円

投資有価証券 329,236千円 432,512千円

合計 12,296,530千円 12,304,421千円

対応する債務の内訳

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

短期借入金 4,005,000千円 3,650,000千円

長期借入金 2,023,240千円 1,456,600千円

合計 6,028,240千円 5,106,600千円

商品先物取引法第179条第７項
の規定に基づく銀行等の保証
による契約預託額。

 
 

2,000,000千円

 
 

2,000,000千円

商品先物取引法施行規則第98
条第１項第４号の規定に基づ
く委託者保護基金代位弁済保
証額

 
 
 

800,000千円

 
 
 

800,000千円

　(2)預託資産

取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日本商品取引清算機構へ預託しております。

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

有価証券 300,150千円 500,100千円

保管有価証券 1,983,807千円 1,686,068千円

投資有価証券 572,533千円 367,693千円

合計 2,856,490千円 2,553,862千円

　(3)分離保管資産

(前事業年度)

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保

全対象財産の金額は、当事業年度末はありません。

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は 800,000千円であります。

　
(当事業年度)

商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保

全対象財産の金額は、当事業年度末はありません。　

なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は 800,000千円であります。　
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※２  (前事業年度)

委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保未収金は、383,800千円であります。なお、当該無担保

未収金に対し、貸倒引当金を 327,450千円設定しております。

　
(当事業年度)

委託者未収金及び長期委託者未収金のうち無担保未収金は、412,912千円であります。なお、当該無担保

未収金に対し、貸倒引当金を 377,581千円設定しております。　

　
※３　委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の時価との差損益金の純額であって、(株)日本商品清算

機構との間で受払精算された金額であります。外国為替証拠金取引は、取引通貨ごとに差損益金を算定し

た結果を純額で表示したものであります。

　
※４　商品先物取引法第221条の規定に基づき計上しております。

　
※５　金融商品取引法第46条の５の規定に基づき計上しております。

　
  ６　保証債務

下記の子会社の銀行借入金（当座貸越契約）に対して、次の金額の債務保証をしております。

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

興栄商事㈱ 250,000千円 250,000千円

　

  ７　当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当期末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

当座貸越極度額の総額 6,345,000千円 6,345,000千円

借入実行残高 4,005,000千円 3,650,000千円

差引額 2,340,000千円 2,695,000千円
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(損益計算書関係)

※１　受取手数料の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

商品先物取引 3,421,920千円 3,540,431千円

外国為替証拠金取引 127,463千円 105,067千円

合計 3,549,383千円 3,645,498千円

　

※２　売買損益の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

商品先物取引損益 △17,193千円 △23,047千円

商品売買損益 23,498千円 74,374千円

合計 6,305千円 51,327千円

　

※３　取引所等関係費の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

取引所会費 93,438千円 102,571千円

その他取引所等関係費 30,223千円 23,837千円

合計 123,662千円 126,408千円

　

※４　人件費の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

役員報酬 188,460千円 158,940千円

従業員給与 1,209,215千円 1,200,533千円

賞与引当金繰入額 23,900千円 24,400千円

退職給付費用 127,355千円 131,775千円

役員退職慰労引当金繰入額 51,125千円 46,875千円

福利厚生費 186,982千円 176,745千円

合計 1,787,038千円 1,739,269千円

　

※５  固定資産売却益の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物 1,042千円 ―

土地 610千円 ―

合計 1,652千円 ―
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※６　固定資産売却損の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物 1,035千円 ―

器具及び備品 126千円 ―

土地 3,168千円 ―

合計 4,330千円 ―

　

※７　固定資産除却損の内訳

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物 1,601千円 ―

器具及び備品 724千円 1,376千円

ソフトウェア ― 58,422千円

長期前払費用 80千円 ―

差入保証金 2,342千円 ―

合計 4,748千円 59,799千円

　
(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,668,304 19,200 ― 3,687,504
　

　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議に基づく取得による増加　　　　　 　 　　　19,200株

　

当事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,687,504 30,700 ― 3,718,204
　

　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議に基づく取得による増加　　　　　 　 　　　30,700株

　

次へ
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(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に準

じて会計処理を行っております。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前事業年度(平成23年３月31日)

　 器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 147,698千円 21,000千円 168,698千円

減価償却累計額相当額 135,448千円 14,350千円 149,798千円

期末残高相当額 12,249千円 6,650千円 18,899千円
　

当事業年度(平成24年３月31日)

　 器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 71,788千円 21,000千円 92,788千円

減価償却累計額相当額 69,464千円 18,550千円 88,014千円

期末残高相当額 2,324千円 2,450千円 4,774千円

　

②　未経過リース料期末残高相当額

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

１年以内 14,835千円 5,060千円

１年超 5,060千円 ―

合計 19,895千円 5,060千円

　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

支払リース料 30,042千円 15,161千円

減価償却費相当額 28,016千円 14,125千円

支払利息相当額 958千円 326千円

　

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に分配された減損損失は該当ありませんので、項目等の記載は省略しております。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成23年３月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

　

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 429,869

　上記については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示には含めてお

りません。

　
当事業年度(平成24年３月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

　

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 429,869

　上記については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示には含めてお

りません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

繰延税金資産 　 　

貸倒引当金 117,848千円 116,596千円

賞与引当金 9,724千円 9,274千円

未払事業税等 5,659千円 6,364千円

退職給付引当金 231,826千円 211,704千円

役員退職引当金 146,402千円 135,063千円

商品取引責任準備金 130,163千円 135,732千円

投資有価証券 108,242千円 94,808千円

子会社株式評価損 315,133千円 276,022千円

ゴルフ会員権 91,425千円 89,678千円

減損損失 25,579千円 22,183千円

税務上の繰越欠損金 1,776,884千円 1,120,662千円

その他有価証券評価差額金 65,954千円 3,292千円

その他 64,261千円 50,095千円

繰延税金資産小計 3,089,108千円 2,271,479千円

評価性引当額 △3,089,108千円 △2,271,479千円

繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金負債 ― ―

繰延税金資産の純額 ― ―

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　
　

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

法定実効税率
税引前当期純損失を計上し
たため、記載を省略してお
ります。

40.69％

（調整） 　 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.79％

住民税均等割 　 　 3.51％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 　 　 △1.27％

評価性引当金額 　 　 △42.21％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　 　 3.51％

　
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成

23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始

する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日か

ら平成27年３月31日までのものは38.01％に、平成27年４月１日以降のものについては35.64％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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(企業結合等関係)

      該当事項はありません。

　
(資産除去債務関係)

前事業年度(平成23年３月31日)

重要性に乏しいため注記を省略しております。　

　
当事業年度(平成24年３月31日)

重要性に乏しいため注記を省略しております。　

　
(１株当たり情報)

　

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 648.16円１株当たり純資産額 662.95円

１株当たり当期純損失金額 95.59円１株当たり当期純利益金額 17.35円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また前事業

年度は１株当たり当期純損失を計上したため記載しておりません。

２.１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前事業年度

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

　 　

当期純利益又は当期純損失（△）　(千円) △1,604,816 290,748

普通株主に帰属しない金額　　　　(千円)　　　　　
　　　　　

― ―

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失（△）　　　　　　(千円)

△1,604,816 290,748

普通株式の期中平均株式数　　　　(千株) 16,787 16,753

　

(注)３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前事業年度

（平成23年３月31日)

当事業年度

（平成24年３月31日)

純資産の部の合計額　　　　　　　　　(千円) 10,873,892 11,101,764

純資産の部の合計額から控除する金額　(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額　　　　(千円) 10,873,892 11,101,764

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数　　　　　　　　　(千株)

16,776 16,745
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(重要な後発事象)
　

Ⅰ．子会社設立及び会社分割による持株会社制への移行について

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会におきまして、持株会社制への移行に向け当社全額出資に

よる子会社を設立する旨の決議をいたしました。

　また、平成24年５月11日開催の取締役会におきまして、当社の100％子会社であるエース交易設立準備

株式会社に当社の商品先物取引業務及び外国為替証拠金取引業務を吸収分割の方法により承継させ持

株会社制へ移行することを決議し、本吸収分割に係る吸収分割契約を締結いたしました。

　なお、持株会社制への移行は、エース交易設立準備株式会社が商品先物取引業者の許可及び金融商品

取引業者の登録を受けることを条件とし、平成24年６月28日開催の当社第４７回定時株主総会におい

て承認決議されました。

１．子会社設立

(1) 会社設立の目的

グループ経営に関する意思決定と事業の執行に関する意思決定を分離、集中することにより、迅速

な意思決定の実現を図るため、現在当社が行っている事業を継承させるため、準備会社を設立するも

のであります。

(2) 設立する子会社の概要
　

商号

エース交易設立準備株式会社
　営業開始日までに商号を「エース交易株式会社」に、現エース交易株式
会社は「エース交易ホールディングス株式会社」に変更する予定であり
ます。

事業内容
商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

設立年月日 平成24年5月7日

営業開始年月日 平成24年９月１日（予定）

本店所在地 東京都渋谷区

代表者 代表取締役　田中　孝男

資本金 300百万円

決算期 ３月31日

株主構成・持株率 エース交易株式会社　100％

　
２．会社分割

(1) 会社分割を行う理由

グループ経営に関する意思決定と事業の執行に関する意思決定を分離、集中することにより、迅速

な意思決定の実現を図るため、現在当社が行っている事業を継承させるため、準備会社を設立するも

のであります。

(2) 会社分割の要旨

　 分割の予定日（効力発生日）   平成24年９月１日（予定）

 　  分割方式　 エース交易株式会社を分割会社、新会社を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 分割当事会社の概要（平成24年3月31日現在）
　

 分割会社 承継会社

商号 エース交易株式会社 エース交易設立準備株式会社

事業内容
商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

商品先物取引業
金融商品取引業
それらに付随する業務等

設立年月日 昭和41年9月7日 平成24年5月7日

本店所在地 東京都渋谷区 東京都渋谷区

代表者
代表取締役社長
田中　孝男

代表取締役社長
田中　孝男

資本金 3,245百万円 300百万円

総資産 32,664百万円 ―

純資産 11,101百万円 ―

決算期 3月31日 3月31日

従業員数 218名 ―

持株比率  ― エース交易株式会社　100％

Ⅱ．資本業務提携基本協定書の締結に伴う資本業務提携交渉の開始及び第三者割当による新株予約権
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の発行について

当社は、平成２４年４月２７日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、Tiger Trust（以下

「Tiger社」という。）グループとの間で業務提携を行う旨及びTiger社のグループ企業であるTiger

Investment Enterprise Holdings LLC を割当先とした第三者割当による新株予約権の発行（以下

「新株予約権」という。）を行う旨を決議しました。

　１．資本業務提携の概要

(1) 本資本業務提携の目的及び理由

商品先物取引業務を中心とした多種の商品ライン及び営業網を有する当社と、金融トレーディン

グシステム開発メーカーと金融商品のプロバイダーを傘下に持つTiger社が有するシステム開発力、

商品開発力などを組み合わせることにより、グローバルに通用する金融システムと金融商品の創出、

営業力の強化を通じて更なる事業の拡大を図り、企業価値の向上を図るためであります。

　提携先となるTiger社は、2004年に設立された外国籍の信託です。Tiger社は、Evolution社、eワラン

ト証券株式会社及びタイガー・ホールディングス・リミテッドを保有し、トラ・ホールディングス

その他様々な会社に主要株主として出資しています。尚、Tiger社のグループ企業であるトラ・ト

レーディング・サービシズが提供するTora Compassは、グローバルな機関投資家に提供するアジア

マーケットを対象としたトレーディング・プラットフォームです。具体的には、アジア地域を中心と

して、14ヶ国及び12市場外リクィディティプールにおいて、約700ブローカー及び24証券取引所の接

続実績があります。

(2) 業務提携の内容

① トラ・ホールディングスの100%子会社であるトラ・トレーディング・サービシズの「Trading

Systems」（商品・為替・証券を含むマルチシステム）の共同開発及び営業

② 共同開発システムを利用した自己売買、及び同システムによる運用を行うファンドの組成、販売

③ Tiger社グループのシステムノウハウ等を活用した当社におけるネット取引（商品先物、ＦＸ取

引）事業の拡充

④ ｅワラント証券株式会社と当社における対面取引・ネット取引向け「新金融商品」の共同開発及

び販売

⑤ 双方が運用するファンドの日本及び海外でのクロスマーケティング

⑥ 「多数の商品の組み合わせ販売プラットフォーム」の共同開発及び販売並びに「総合金融サービ

ス会社（商品先物取引仲介業、金融商品取引仲介業）」の設立及び運営

⑦ その他両社が提案する事項

(3) 資本提携の内容

第三者割当により、Tiger 社のグループ企業である Tiger Investment Enterprise Holdings LLC

に当社の本新株予約権3,700個（株式数3,700,000株、持株比率（発行済株式総数ベース）18.08%）

を割当てます。また、当社がTiger社のグループ企業であるｅワラント証券株式会社の新株予約権及

びトラ・ホールディングスの新株予約権の取得を予定しております。取得予定の新株予約権の具体

的な内容については今後の協議の進捗状況を踏まえ、必要に応じて適時に開示いたします。

(4) 本資本業務提携の相手先の概要
　

（１） 名称 Evolution Capital Management LLC 

（２） 所在地 2425 Olympic Blvd. Suite 120E, Santa Monica, CA 90404

（３） 代表者の役職・氏名 CEO・Michael Lerch

（４） 事業内容 アセットマネジメント事業

（５） 資本金 26,508千米ドル

（６） 設立年月日 2002年5月16日

（７） 発行済株式数 100%社員持分権

（８） 決算期 12月

（９） 従業員数 45人

（10）主要取引先 なし

（11）主要取引銀行 なし
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（12）大株主及び持株比率 Tiger Trust 100%

（13）当社との関係等

資本関係 該当事項なし

人的関係 該当事項なし

取引関係 該当事項なし

関連当事者への該当状況 該当事項なし
　

（14)  当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態

 2009/12期 2010/12期 2011/12期

純資産 14,157千米ドル 24,090千米ドル 26,508千米ドル

総資産 56,779千米ドル 63,544千米ドル 65,701千米ドル

売上高
(営業収益)

29,957千米ドル 33,143千米ドル 17,723千米ドル

経常利益 △2,546千米ドル 10,201千米ドル 2,944千米ドル

当期純利益 △3,783千米ドル 9,935千米ドル 2,419千米ドル
　

※１．Tiger社は、Tiger社グループの株式等を保有する信託であることから、Tiger社グループを代表し

て、Evolution社と資本業務提携基本協定書を締結しております。

　
２．第三者割当による新株予約権の発行について

(1) 募集の目的及び理由

当社の多種の商品ライン及び営業網と、金融トレーディングシステム開発メーカーと金融商品の

プロバイダーを傘下に持つTiger社が有するシステム開発力、商品開発力などとを組み合わせ、グ

ローバルに通用する金融システムと金融商品の創出、営業力の強化を通じて企業価値の向上を図る

ためであります。

(2) 募集の概要

発行数 3,700個（新株予約権1個につき1,000株）

発行価額の総額 10,670,800円

発行価額 新株予約権1個につき2,884円（新株予約権の目的である株式1株当たり2.884円）

割当日 平成24年5月17日（木）

割当方法及び割当先
第三者割当の方法によります。
Tiger Investment Enterprise Holdings LLC　　3,700個

　

(3) 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

エース交易株式会社　　普通株式
3,700,000株　(１単元は100株)

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

　824,670,800円
1.新株予約権の発行価格の総額　                 　　　　 　10,670,800円
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額   814,000,000円
新株予約権の行使価額       　　      　　 220,000円（１株当たり220円）

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の資
本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条に定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた金額
とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
を減じた額とする。

新株予約権の行使期間  平成24年7月5日から平成27年7月4日まで

その他
本新株予約権が行使された場合に割当てる株式については、当社保有自己株式を割
当てます。

　

(4) 調達する資金の使途

　① 当社の営業支援に係る宣伝広告等の費用及び人材育成に係る研修等の費用

　② 対面取引・ネット取引向け新金融商品の共同開発費用

　③ 総合金融サービス会社（商品先物取引仲介業、金融商品仲介業）の設立及び運営費用　

　④ ファンドの組成費用

　⑤ 新商品に関するシステム開発を目的としたトレーディングシステムの共同開発費用

　⑥ 当社が既に手掛けている商品先物及びＦＸオンライン取引に関するシステムの刷新費用

　
Ⅲ．ストック・オプション（新株予約権）の付与について
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当社は、平成24年5月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、ストック・オプションとして発

行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件として、下記のとおり平成２４年６

月２８日開催の当社第４７回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決さ

れました。

　なお、詳細は、第一部［企業情報］第４［提出会社の状況］ １［株式等の状況］（９）［ストックオ

プション制度の内容］に記載のとおりであります。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券) 　 　

　その他有価証券 　 　

　　㈱ローソン 38,800 202,148

　　㈱廣済堂 500,000 148,500

　　㈱ミロク情報サービス 223,000 59,987

　　㈱東京金融取引所 5,330 53,300

　　㈱みずほフィナンシャルグループ
　　　優先株式

100,000 48,438

　　岡三ホールディングス㈱ 126,000 43,974

　　㈱東京穀物商品取引所 114,879 37,300

　　第一商品㈱ 83,000 36,769

　　㈱栄光 80,000 36,240

　　丸三証券㈱ 76,000 28,348

　　その他24銘柄 576,330 155,796

計 1,923,339 850,800

　

【債券】

　

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

(有価証券) 　 　

　その他有価証券 　 　

　　第２９３回利付国庫債券 500,000 500,100

(投資有価証券) 　 　

　その他有価証券 　 　

　　第３０５回利付国庫債券 300,000 300,330

計 800,000 800,430

　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券) 　 　

　その他有価証券 　 　

　　ノムラ日本株戦略ファンド 250,000千口 121,025

　　ノムラジャパンオープン 250,000千口 116,125

　　証券投資信託受益証券４銘柄 92,641千口 48,786

　　商品ファンド 8千口 50,840

計 592,649千口 336,776
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 6,261,899313 ― 6,262,2123,199,386118,0193,062,825

　構築物 21,953 ― ― 21,95317,179 590 4,773

　器具及び備品 528,34774,65533,873569,129437,44920,084131,679

　土地 3,903,017― ― 3,903,017― ― 3,903,017

　リース資産 29,109 ― ― 29,10928,6934,057 416

有形固定資産計 10,744,32774,96833,87310,785,4223,682,708142,7517,102,713

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウェア 317,10814,948141,836190,219128,13043,06662,088

　電話加入権 42,216 ― ― 42,216 ― ― 42,216

　その他 11,515 ― 2,923 8,592 6,778 1,298 1,813

無形固定資産計 370,83914,948144,759241,027134,90944,365106,117

長期前払費用 125,49967,0001,060191,439134,30119,71857,137

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

　

【引当金明細表】

　

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 467,196 489,652 3,337 463,859 489,652

賞与引当金 23,900 24,400 23,900 ― 24,400

役員退職慰労引当金 359,799 46,875 27,709 ― 378,965

商品取引責任準備金 319,891 95,952 35,000 ― 380,844

金融商品取引責任準備金 1,830 546 ― ― 2,377

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによるものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 21,273

預金の種類 　

当座預金 3,000

普通預金 587,054

外貨普通預金 85,054

定期預金 7,917,000

計 8,592,109

合計 8,613,383

　
ロ　委託者未収金

(イ) 区分別内訳

　

区分 金額(千円)

個人顧客 76,585

法人顧客 4,559

計 81,144

　
(ロ)委託者未収金の発生及び回収状況

　

期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生額　　
(千円)
 
(Ｂ)

期中回収額　　　　
(千円)
 
(Ｃ)

長期委託者未収金
への振替額　　　　
（千円）

当期貸倒損失額
(千円)
 

期末残高　　　　(千
円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

38,437322,280278,206 ― 1,367 81,144 77.1

　
ハ　商品及び製品

　

区分 金額(千円)

貴金属金地金 285,753

貴金属倉荷証券 165,271

金貨類 18,165

計 469,189

　
ニ　保管有価証券

　

区分 金額(千円)

個人顧客 1,441,356

法人顧客 244,711

計 1,686,068
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ホ　短期差入保証金

　

区分 金額(千円)

商品先物取引証拠金 4,855,899

外国為替証拠金取引保証金 2,289,088

その他 682,633

計 7,827,621

　
へ　委託者先物取引差金

　

区分 金額(千円)

（株）東京工業品取引所 2,219,167

（株）東京穀物商品取引所 121,236

  関西商品取引所 812

計 2,341,216

　
②　負債の部

イ　短期借入金

　

区分 金額(千円)

㈱東日本銀行 2,000,000

㈱りそな銀行 860,000

㈱みずほ銀行 590,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000

計 3,650,000

　
ロ　預り証拠金

　

区分 金額(千円)

個人顧客 7,820,417

法人顧客 2,042,288

計 9,862,706

　
ハ　外国為替取引預り証拠金

　

区分 金額(千円)

個人顧客 2,034,084

法人顧客 255,182

計 2,289,266

　

EDINET提出書類

エース交易株式会社(E03712)

有価証券報告書

109/116



　

ニ　預り証拠金代用有価証券

　

区分 金額(千円)

個人顧客 1,441,356

法人顧客 244,711

計 1,686,068

　
ホ　長期借入金

　

区分 金額(千円)

㈱りそな銀行
700,000

(   264,000)

㈱みずほ銀行
340,000

(   136,000)

㈱三井住友銀行
250,000

 (　 100,000)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
166,600

 (    66,640)

計
1,456,600
( 　566,640)

(注)　(　)は内書きで、１年以内返済予定の長期借入金であります。

　

(3) 【その他】

現在、重要な訴訟事件で係争中のものが２件あります。

これらは、当社の元顧客が当社に委託した商品先物取引において、当社を被告として損害賠償請求

を裁判所に提訴したものであり、この損害賠償請求額は約367百万円であります。これに対して当社

は、当該商品先物取引は顧客自身の判断と責任に於いて行われたものであることを主張しておりま

す。これらの訴訟事件はいずれも、現在証拠調べ等がなされ手続きが進行中のために、訴訟の結果を

予想するのは困難であります。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り 　

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４

番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　

取次所 ─

買取手数料 無料

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 ―

（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

　 　 　 　 　 　
(1)
 
有価証券報告書
及びその添付書類、
確認書
 

事業年度
(第46期)

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

 
　

平成23年６月29日
関東財務局長に提出。
 

(2)内部統制報告書
及びその添付書類

事業年度
(第46期)

　

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

 
　
平成23年６月29日
関東財務局長に提出。

(3)四半期報告書
及び確認書
　

第47期第１四半期 自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

 
　
平成23年８月12日
関東財務局長に提出。
　

　 　 第47期第２四半期
 

自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

 
　
平成23年11月11日
関東財務局長に提出。
　

　 　 第47期第３四半期
 

自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

 
　
平成24年２月13日
関東財務局長に提出。
　

　

(4)
 
臨時報告書
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号の２(株主総会における議決
権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
 

　

平成23年７月１日
関東財務局長に提出。
 

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号(財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況に著しい影響を
与える事象)の規定に基づく臨時報告書
 

　

平成24年４月16日
関東財務局長に提出。

　 　
　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第７号(吸収分割)の規定に基づく臨
時報告書
 

　

平成24年５月11日
関東財務局長に提出。
　

　

(5)有価証券届出書（新株予約権の発行）
及びその添付書類

　
　
平成24年４月27日
関東財務局長に提出。
　

(6)有価証券届出書の訂正届出書 　
　
平成24年５月11日
関東財務局長に提出。
　

　

(7)自己株券買付状況報告書 　

　

平成23年７月６日
平成23年８月５日
平成23年９月５日
平成23年10月５日
平成23年11月７日
平成23年12月７日
平成24年１月６日
平成24年２月６日
平成24年３月６日
平成24年４月６日
平成24年５月７日
平成24年６月７日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成24年６月27日

エース交易株式会社

取締役会　御中

海南監査法人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 齋　　　藤　　　 勝　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 髙　　島　　雅　　之　　㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているエース交易株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明

細表について監査を行った。

　
連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証

を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸

表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討するこ

とが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、エース交易株式会社及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

　
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年4月27日開催の取締役会において、持株会社制への

移行に伴う準備会社設立、資本業務提携基本協定書の締結及び第三者割当による新株予約権の発行を決議し

た。また、平成24年５月11日開催の取締役会において、100％子会社である設立準備会社に商品先物取引業務及

び外国為替証拠金取引業務を吸収分割の方法により承継させ持株会社制に移行させることを決議した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、エース交易株式会

社の平成24年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる

財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る

内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法

人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制

の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示

を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、エース交易株式会社が平成24年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成24年６月27日

エース交易株式会社

取締役会　御中

海南監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 齋　　　藤　　　　勝　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 髙　　島　　雅　　之　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられているエース交易株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第47期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
表について監査を行った。
　
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、エース交易株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年4月27日開催の取締役会において、持株会社制への
移行に伴う準備会社設立、資本業務提携基本協定書の締結及び第三者割当による新株予約権の発行を決議し
た。また、平成24年５月11日開催の取締役会において、100％子会社である設立準備会社に商品先物取引業務及
び外国為替証拠金取引業務を吸収分割の方法により承継させ持株会社制に移行させることを決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

※１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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